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はじめに

１９３７年の日中戦争勃発以降，日本では総力戦

遂行能力に対する危機感の高まりをうけ，科学

技術政策や科学的管理法の普及を通じた技術水

準向上・量産体制構築への取り組みが本格的に

展開された。そして，この時期の経験が「戦時

生産の非合理への反省」を伴いながら戦後にも

継承されたことは，たびたび指摘されてきた通

りである１。

本稿はこの問題意識を受け継ぎ，戦時期の経

験およびその戦後への継承がエネルギー節約技

術の普及運動・普及政策でどのように展開され

たのかを論じる。戦時期の量産体制の構築にお

いて，入手可能な資源の不足は最も大きな制約

の一つであったから，侵略などを通じたエネル

ギー資源の確保とともにエネルギー利用効率の

向上が試みられたのは，いうなれば当然のこと

であった。なかでも注目したいのが，熱管理－

工場におけるエネルギー原単位の低下を追求す

る技術－である。日中戦争前には１９２０年代の大

阪に端を発する燃焼指導－燃料消費者の燃焼効

率の改善を促す政策－が，いくつかの地方自治

体・地方能率団体によるエネルギー節約運動・

節約政策として展開されていた２。これが戦時

期には熱管理運動・熱管理政策へと発展し，戦

後復興期にはより一層強化されるようになる。

５１年の熱管理法制定はその象徴であった。

以下では，まず第１節で商工省燃料局が１９３８

年に燃焼指導を開始し，それがより包括的にエ

ネルギー節約を追求する熱管理の指導へと発展

したことを明らかにする。ついで第２節ではア

ジア太平洋戦争期における熱管理運動・熱管理

政策の経過をおさえた上で，工場において熱管

理がどの程度遂行されていたのか，それに対し

て政策当局がどのような認識を抱いていたのか

を検討する。第３節では復興期の熱管理運動・

熱管理政策の特質を具体的に論じる。

これらを通じて，本稿では戦時期の資源制約

のもとで熱管理がどのような歩みをたどったの

か，そして戦後復興期に何が反省され何が継承

されたのかを明らかにしたい。なお，末尾に１９５０

年代の熱管理政策について補論を付した。

１．熱管理政策の始動

（１） 商工省燃料局による燃焼指導の開始

１９２９年１０月に煤煙防止・燃料節約を目的とし

て辻元謙之助ら大阪府立産業能率研究所の燃焼

指導部（３９年３月に大阪府立工業奨励館の下に

移動）が開始した燃焼指導は，３０年代前半を通

＊ 本稿作成に関する資料収集では，�省エネルギーセ
ンターおよび�日本能率協会の方々に大変お世話に
なった。記して謝意を表したい。また，本稿の作成
に際しては，�松下国際財団による研究助成を受け
た。

１ 準古典的な作品として，廣重徹『科学の社会史－近
代日本の科学体制』中央公論社，１９７３年，中岡哲郎
「戦中・戦後の科学的管理運動－日本能率協会と日
科技連の活動に沿って」（上，中，下）（大阪市立大
学『経済学雑誌』第８２巻第１号，第３号，第８３巻第
１号，１９８１年５月，９月，８２年５月）。近 年 に は，
佐々木聡『科学的管理法の日本的展開』有斐閣，１９９８
年，沢井実「戦争と技術発展」（山室建徳編『日本の
時代史２５ 大日本帝国の崩壊』吉川弘文館，２００４
年）など。

２ 小堀聡「戦間期日本における『燃焼指導』政策の展
開」（政治経済学・経済史学会秋季学術大会，２００５年
１０月２９日）。
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じて東京・京都・大連など他の主要都市でも実

施されるようになった３。そして日中戦争勃発

後，石炭需給の逼迫が進展すると，商工省もこ

れに乗り出す。「燃料国策」の本格的な実施を

目的として３７年６月に設立された燃料局が３８年

８月から職員・嘱託職員による燃焼指導を開始

したのである。「石炭ノ選択，燃焼方法，熱ノ

利用方法，燃焼設備ノ管理等」への「指導ニ依

リ多量ノ石炭ヲ節約シ得ル」というのがその根

拠であった。

当初，商工省の燃焼指導は「中小工場ニ於ケ

ル石炭ノ消費節約ニ主力ヲ注４」いでいた。こ

れは，１９３１年に商工省臨時産業合理局生産管理

委員会が「大企業ハ一般ニ燃料ノ合理的使用方

法ニ相当ノ注意ヲ払ヒ，中ニハ見ルベキ成績ヲ

実現シ得タ例モアルケレドモ，大多数ヲ占メル

中小企業ニ至ツテハ，燃料使用上ノ欠陥ニヨル

浪費ハ蓋シ莫大ナルベシ５」と判断したのと同

様，問題の所在を専ら中小企業に見出していた

からであろう。だが，翌３９年８月になると次第

に大工場も指導対象とするようになった。石炭

販売取締規則の制定により，配給統制が一般炭

を含む全面的なものになったのがその背景で

あった。

燃料局の指導は原則として工場単位で，これ

が難しい場合は一定地域内の工場をまとめて指

導していた。指導対象の決定は，各地域内の汽

缶協会・工場協会・同業組合などから地方庁経

由で燃料局に指導申込をさせ，地方庁の意見を

斟酌した上でなされた。指導期間は原則として

一単位に１週間で，人員は主任指導員と助手１

名・汽缶士１名であった。

商工省の燃焼指導員には大阪府立工業奨励

館・燃料研究所など燃焼方法の改善に取り組ん

できた機関や昭和石炭・日満商事など石炭販売

会社の技術者が採用された（表１）。１９３８年の

燃焼指導開始当初の嘱託職員は木村季治・藤原

利市・山崎喜一郎の３名のみであったが，指導

３ 以下，断りのない限り，小堀，前掲報告，百武寛
（商工省燃料局技師）「燃焼指導と熱管理の経過」
（『燃料協会誌』第２２９号，１９４１年１０月），辻元謙之助
「熱管理法（大阪府生産能率指導員養成所第一期生
養成講義資料）」大阪府生産能率指導員研修所，１９４４
年５月１０日（大阪府立産業能率研究所『熱管理関係
（旧資料）』綴，大阪府公文書館所蔵），春日進「燃
焼指導（東京）」（『燃料及燃焼』１９５４年１１月号附録
〔創刊満２０年記念特集号下巻（燃焼編）〕）。

４ 以上の引用は，燃料局長官「石炭ノ燃焼指導ニ関ス
ル件」１９３８年８月１０日（百武，前掲「燃焼指導と熱
管理の経過」８７８頁）。

５ 臨時産業合理局生産管理委員会『燃料節約』１９３１年
３月（日本工業協会発行，１９３２年）４－５頁。

表１ 燃料局の燃焼指導員

氏 名 肩 書
春日進 燃料研究所と兼務
百武寛 技師
〈嘱託〉
木村季治 日満商事（１９４０年６月時点で東京支社

分析室長）
木村貞蔵 元大阪府警察部工場課技手，昭和石炭

研究所
辻元謙之助 大阪府立工業奨励館嘱託
鶴見志津夫 昭和石炭研究所長
日野義則 昭和石炭
藤原利市 大阪府立工業奨励館技師
吉澤作造 海軍機関学校卒，元燃料廠平壌鉱業部

長，海軍少将
山口光夫 大阪府立工業奨励館技師
山崎喜一郎 燃料研究所嘱託，のち大陸科学院に移

動したため鶴見と交代

資料）鶴見志津夫「石炭の合理的使用に就て」（『燃
料及燃焼』１９４０年９月），堀亮三（日満商事石炭
部参事）「満洲に於ける石炭消費節約運動と其の
効果に就て」（『日満支石炭時報』第７号，１９４０
年１０月）３７頁，『日満支石炭時報』第２号，１９４０
年６月，５１８－１９頁，『燃料及燃焼』１９４９年８月
号（藤原利市君追悼号），柳原博光「熱管理の回
想」（関東信越熱管理協会『熱と経営』第１巻第
１号，１９５２年４月），春 日 進「燃 焼 指 導（東
京）」（『燃料及燃焼』１９５４年１１月号附録〔創刊満
２０年記念特集号下巻（燃焼編）〕），木村貞蔵「熱
管理７周年と煤煙防止」（『熱と経営』第４巻第
１号，１９５５年１月），大阪府立産業能率研究所
『能研５０年史』同研究所，１９７６年，海軍歴史保
存会編『日本海軍史』第１０巻，同会，１９９５年，
『大阪府職員録』，『商工省職員録』。

註）春日進は１９４４年初めに召集され，柳澤定男技
官・磯野太郎事務官に交代している。多賀高秀
「終戦前後の民間熱管理運動の思出」（『熱と経
営』第４巻第１号，１９５５年１月）。
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範囲を拡大するため順次増員された。４０年の鶴

見志津夫の講演によると，彼は藤原と連れ立っ

て年間１５０以上の工場を調査し，うち２２～３工

場は６～１０日間くらいかけたとのことである。

「先づ最初の二日間位は工場に行つて工場のや

つて居られるところを当方で何等干渉せずその

まゝの結果を調査し，それから四日間位は色々

探つて見ます。斯うしたらあゝなつた，あゝし

たら斯うなつた，といふので後の三日四日は

吾々の理想的と思はれる方法で焚いて見る」こ

とで，７～２５％，平均１３％の燃料消費量の節約

が実現したらしい６。

また指導範囲の拡大を進めるため，商工省の

指導員の増枠に加えて，各道府県庁でも燃焼指

導を実施させることが政策課題となる。１９３９年

度以降，燃焼指導に必要な経費は燃料局だけで

はなく道府県庁の分も予算に計上されるように

なった。これにより，各道府県庁では係官を設

置するとともに燃焼指導に必要な計器（オル

ザット・ガス分析装置，CO２計，温度計，通風

計）がひと通り備えられるようになった。係官

には主として警察部労政課のボイラー検査官が

兼任していた。

ボイラー検査官が燃焼指導員に充てられたの

は，彼らが東京・京都など一部地域ではすでに

煤煙防止・燃料節約を目的とした燃焼指導や汽

缶士の養成に従事していたからであろう。だ

が，こうした事業は一部の先駆的な府県に限定

されていたし，しかも１９３０年代後半になるとこ

れら地域の指導員に対しても，「火夫を養成す

る立場に置かれる人としては甚だ物足りない気

持がいたします，斯うなりますと京都などでは

養成する人をまづ養成しなければならない７」

といった不満が発せられていた。

そこで燃料局は１９３９年９月以降，地方の燃焼

指導員を養成するための講習会を毎年約１週間

実施する。講習会は実習を交え，その講師には

燃料局の職員・嘱託が就いていた。

以上のようにして１９３８年以降本格的に開始さ

れた燃焼指導は，４０年度には燃料局で２００件

弱，地方庁を合わせると１，０００件を超えるまで

になった（表２）。

（２） 燃焼方法の指導から熱管理の指導へ

１９３０年代末葉までの燃焼指導はあくまでも燃

焼方法の指導であり，燃料の管理や蒸気の管

理，保温などには殆ど関心が払われていなかっ

た。しかも，指導対象設備はボイラーが中心

で，平炉・金属加熱炉といった工業炉への指導

は手薄であった８。だが，石炭統制の全面化に

より指導範囲の拡大が進み，従来は指導が不要

と考えられていた大規模工場でも更なる燃料節

約が求められるようになるにつれ，燃焼方法の

改善だけでは節約に限界があることが明確に意

識されるようになる。

この変化を分かりやすく示しているのが１９４１

年１０月の『燃料協会誌』第２２９号に掲載された

燃料局嘱託木村季治の「石炭の合理的節約と工

場欠陥の改善」である。以下，やや長くなるが

６ 鶴見志津夫「石炭の合理的使用に就て」（『燃料及燃
焼』１９４０年９月）４９頁。

７ 財津令蔵（京都織物常務取締役）談（「石炭消費節約
座談会」〔『燃料及燃焼』１９３７年９月号〕６２－６３頁）。 ８ 小堀，前掲報告。

表２ 燃焼指導工場数

燃料局 地方庁 合計

年
次

１９３８ ２１７ ０ ２１７
３９ １７７ ２３０ ４０７
４０ １９２ ９２６ １，１１８

年
度

４０ １９１ ９０３ １，０９４
４１ １７１ ７５９ ９３０
４２ １０５ ５３０ ６３５

資料）東栄二『戦時経済と燃料国策』１９４１年，産業
経済学会，４８８－８９頁，春日進（燃料局技師）
「燃焼指導の成績について」（『燃料及燃焼』１９４３
年５月号）６－７頁。

註）春日によると，４１年度以降の指導件数の漸減
は，指導の重点を次第に大規模工場へと移動させ
たためである。

－ 42 － Vol. 56 No. 2大 阪 大 学 経 済 学



その内容を紹介したい。まず冒頭で，木村は

「焚焼の改善のみで石炭節約の効果を挙げ得る

であらうか」と自問する。これに対する答えは

次のようなものであった。

「汽缶士が如何に優秀であつても通気力不足

の汽缶や損傷した儘のストーカでは，石炭を

効率よく焚焼することは当然不可能である。

更に燃焼設備に欠陥が無く，焚方も巧妙で，

少量の燃料で豊富に蒸気を発生させても，送

汽管の保温は不良であり，各所の接ぎ手や

ヴァルブから蒸気が洩れて居て，甚だしい蒸

汽の浪費をしては何の甲斐もない。…（中

略）…焚焼の改善，燃焼設備の補修，蒸気の

有効利用は，石炭節約の鼎足をなすもので何

れも不可欠である。」

燃焼方法の改善のみに注目してきた従来の指

導のあり方を暗に自己批判し，燃焼だけではな

く設備の保全や蒸気の管理も重要であることを

強調しているのである。

それだけではない。木村はさらにこう続け
ママ

る。「此の三つが跛にならぬやう，常に熱の発

生も熱の利用も相並行して，最高の能率を発揮

するやうに指揮監督すること」が大切であり，

「之が熱管理なのである」と。そして，これら

全部の監督は，「小さい工場」では工場長だけ

で可能で，「少しく大きい」工場では「蒸気方

面と焚焼方面とに各々熱管理の責任者を」置く

だけで事足りるが，「もつと大きな工場で組織

が複雑になれば，それでも不充分であらう」。

そこで，工場幹部の責任の下，つぎのような体

制を整えるべきだと結論づけた。

「熱管理制を布いて，一方には専任者を置い

て日常の熱管理に努め，成績の測定，記録，

整理を行ふと共に効率向上の調査研究に当ら

しめ，一方には燃料や補修材料の購入に当る

購買係，人員の整備を司る人事係，焚焼に従

事する汽缶係，設備の補修に当る修理係，蒸

気を使用する各係等石炭の節約に関係ある各

部門を網羅した委員会を組織し，各部の密接

なる連絡と融和とを計ると共に，衆知を集め

全工場一致協力して欠陥の改善，効率の向上

に当らしめる必要がある。」

従来まで燃焼方法の技術としてのみ考えられ

てきたエネルギー節約技術が，蒸気の管理・設

備の改善など工場内エネルギーの有効利用全般

を対象とするものに拡大されたことは，エネル

ギー節約が「カン・コツ」ではなくより精密な

技術として，また燃焼作業員だけではなく工場

全体が組織的に身につけるべき技術として考え

られるようになったことを意味する。そして，

このような技術の精密化・共有化は，計器の採

用・エネルギー節約を目的とする工場内組織の

編成として具体化された。こうした技術領域の

拡大にともない，「熱管理」という用語が使用

されるようになっていくのである。

では，熱管理の語源・発想はどこからきたの

であろうか。これに関して鶴見は，熱管理は

「私の不用意の呼称」で，「当時なんとか管理

と『管理』が流行語になつていましたので，何

かの会合で私が『熱管理』と発言したのが終に

一般語になつ」たのだと回想している９。

現在のところ，この信憑性について確たる証

拠は見出せていない。ここでむしろ特記してお

きたいのは，熱管理という呼称が鉄鋼業におい

て，より特定するならば鞍山の昭和製鋼所にお

いて既に使用されていたという事実である。

１９３９年７月の『燃料協会誌』第２０２号には「昭

和製鋼所に於ける余剰ガス利用現況及び熱管理

作業に就て」という論文が掲載されている。筆

者は同製鋼所の技師，福井眞である。この論文

で，福井は銑鋼一貫の製鉄所におけるエネル

ギー消費の特質について以下のように述べてい

る。

「石炭を節約せんと欲するものは石炭そのも

のゝ節約は元より更に進んでは其の変形物で

９ 鶴見志津夫（住友石炭鉱業顧問）「７周年に際して」
（関東信越熱管理協会『熱と経営』第４巻第１号，１９５５
年１月）７頁。
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ある汽力，電力，水道，ガス等の使用量を節

約せねば其の目的を完全に遂行することが出

来ません。／茲に於て石炭の節約は単なる節

約ではなくして全工場に行き亙れるエネル

ギーの節約となり，管理となり，之を為す為

には燃焼の指導改善，各機関の効率増進，作

業の改善等を行つて，最小のエネルギー使用

量を以て最大の生産を為さねばならぬのであ

ります。此の為には現場の作業を改善する研

究機関も必要であると同時に，又感覚によら

ず計器類によつて作業を行ふ習慣を附するこ

とも亦必要な事柄であります。」（／は改行を

示す。以下同様）

このようにエネルギーの節約に関係する作業

が広範に存在するなかで「合理的に作業を導き

設備を改善し最小のエネルギーを以て最大の生

産をなし以て石炭を節約する」ことを目的とし

て昭和製鋼所に設立されたのが，福井を所長と

する熱管理所であった。１９３３年に創設され３５年

に完成した熱管理所は，計測管理や遠距離作動

方式を採用し，次の４部門から構成されてい

た。第１に余剰の高炉ガス・コークス炉ガスの

回収・洗浄・配給や蒸気の配給を行なう配給

係，第２に熱管理計画の作成や計器類の修理・

巡察を担当する計器係，第３に燃料や熱管理の

研究試験を行なう技術係，第４に記録紙の計

算・整理や統計・報告を担当する整理係であ

る。業務が余剰ガスや蒸気の配給にも及んでい

たため，その人員は数百名に達していた１０。複

雑かつ系統的な作業のもとで多量のエネルギー

を消費する鉄鋼業だからこそ，熱管理への組織

的な取り組みが開始されたのである。

こうした活動は昭和製鋼所の独創ではなく，

ドイツ鉄鋼業に起源があった。第１次世界大戦

でルールが占領されると，ドイツ鉄鋼業では石

炭の供給が落ち込むなかで生産を維持すること

が課題となった。この対策として各製鉄所に設

立されたのが熱管理所（Wärmestelle）である。

熱管理所の業務は，エネルギー消費状態の測

定，それに必須である計器の据付・整備，蒸気

の管理などで，これらを通じた製鉄所内のエネ

ルギー消費効率の改善を目的としていた。南満

洲鉄道（満鉄）本社は１９２８年春に福井をドイツ

に留学させ，一連の熱管理技術を日本でいち早

く模倣することに成功したのである。提唱者は

伍堂卓雄であった１１。

昭和製鋼所の熱管理は『燃料協会誌』や日本

鉄鋼協会の活動などを通じて知られるようにな

る１２。また，大阪の燃焼指導を牽引し，後に燃

料局嘱託に就任する辻元も，１９３５年の８月１８日

に昭和製鋼所を見学して「『ウエルメステル

レ』の熱管理に関し旧知小柳津中将（元本協会

煤防委員）（元大阪都市協会煤煙防止委員で昭

和製鋼所動力部理事の小柳津正蔵－小堀注）よ

り詳細なる説明を聞き得る処多く，圧延工場の

ガスバーナ，瓦斯発生炉のポーキング，骸炭炉

の燃焼等，其の他有益なる資料を頂戴」してお

り，３７年の講演会でも昭和製鋼所の熱管理を紹

１０ 福井眞，前掲「昭和製鋼所に於ける余剰ガス利用現
況及び熱管理作業に就て」６７３頁，同「諸外国の熱管
理状況」（近畿熱管理協会『熱管理資料』第１号，１９４８
年）１０頁，同「我国熱管理の歴史と集中管理方式」
（『熱管理資料』第７３・７４合併号，１９６２年１１月）５
頁。

１１ 福井眞「熱管理黎明期に於ける追憶と発想」（記念誌
編集委員会編『熱管理２５年のあゆみ』近畿熱管理協
会，１９７２年）５３頁。なお，鞍山製鉄所が満鉄から分
離され，昭和製鋼所に買収されたのは１９３３年６月の
ことである。昭和製鋼所銑鐵部編『昭和製鋼所廿年
誌』同社，１９４０年，１８－２０頁。

１２ 「幸にして熱管理は成功を収め，昭和１０年代に至っ
て鋼１屯当りエネルギー消費量が日本全国の製鉄所
中最低となった。学者，技術者等の来訪者が多数に
達した。センターの活動状況，研究班の出動状況等
一日の作業を映画に撮影して鉄鋼協会，各大学の会
合に於て講演を行なった。此の時代が最も愉快な時
期であり忘れる事が出来ない」。福井，前掲「熱管理
黎明期に於ける追憶と発想」５６頁。１９３８年１０月１５日
に大阪で開催された日本鉄鋼協会第１７回研究部会第
１回燃料経済部会のプログラムには「熱管理に関し
高炉，平炉，管理設備実況映画 昭和製鋼所提出」
とあり，福井も出席している。日本鉄鋼協会「溶鉱
炉熱勘定研究会報告（Ⅰ）」（『鉄と鋼』第２７年第９号
附録，１９４１年９月）。
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介していた１３。そして，燃料局関係の講習会で

扱うテーマも，汽缶・燃焼を中心としたものか

ら工業炉や廃熱利用なども含めた熱管理全般に

及ぶようになり，鉄鋼や計器メーカーの技師，

大学教授など燃料局外部からも講師が招かれる

ようになった１４。燃焼指導は単なる燃焼方法の

指導から熱管理の指導へと発展を遂げたのであ

る１５。

以上からわかるように，エネルギーの節約に

精密かつ組織的に取り組むという燃料局の考え

は，１９３０年代半ばには昭和製鋼所の熱管理に

よって既に実現され，広まりつつあった。つま

り，鶴見の回想が事実だったとしても，彼の

「不用意の呼称」が受け入れられるだけの土壌

が，鉄鋼業を源泉として成長しつつあったので

ある。そして，辻元など燃焼指導に長年携わっ

てきた燃料局の技術者たちは，鉄鋼業における

熱管理を他業種にも波及させる役割を果たし

た。すなわち，燃焼指導とのちの熱管理政策と

の間には，技術の面で明らかな飛躍がある一方

で，この飛躍を実現させた担い手は連続的なも

のであった。彼らが燃焼以外の技術者との連携

を強化し，技術を吸収することで，より広範囲

の指導が可能となるような熱管理の専門家・専

門家集団が戦時期に誕生したのである。

（３） 熱管理委員会の勧奨

工場内に熱管理の組織を編成する際に燃料局

の技術者が勧めた形態は，部局の新設ではなく

熱管理委員会の制度化であった１６。昭和製鋼所

よりも工場が小規模であること，工場委員会・

無駄排除委員会など同種の組織が工場管理で既

に採用されていたことを考えると妥当な判断だ

といえよう。燃料局は１９４０年度以降，各道府県

を通じて「燃焼－設備－蒸気及び熱使用者と之

を統括管理する首脳者との三角錐の形で組織さ

れた熱管理委員会」の設置を主要工場に勧奨す

る。熱管理委員会の設置基準は石炭の年間使用

量による場合が多く，その量は５００t以上（宮

城・秋 田・長 崎），８００t以 上（埼 玉），１，０００t

以上（愛知・滋賀・鳥取・岡山・香川），３，０００t

以上（神奈川・兵庫）と府県によってまちまち

であった。４１年１０月現在で組織済みないし組織

中の府県数は２８で，工場産報の一部として具体

的な活動をしているところが多いと伝えられて

いる。また，燃料局の直接の慫慂によって設置

されたケースや，それ以前に自発的に熱管理組

織が設置されたケースもあった１７。

２．戦時期の熱管理運動・熱管理政策

（１） 熱管理政策の本格化

石炭需要の急速な増勢に対応するため，１９４１

年以降，政府は石炭増産運動を度々繰り返して

いく。こうしたなか，４２年１０月３日から挙国石

炭確保運動が開始される１８と，これに歩調を合

１３ 辻元謙之助「煤煙防止と燃焼改善とを目的とせる満
鮮 行 脚」（『大 大 阪』第１１巻 第１０号，１９３５年１０月）
１１０－１１頁，同「石炭の合理的使用法に就て」（『燃料
及燃焼』１９３７年９月号）３４－５８頁。なお，謙之助の
女婿で汽車製造取締役を務めた辻元徳三は，「福井先
生は実に日本で最初に熱管理を身をもって行なわれ
た最初の方」と評している。辻元徳三「近畿熱管理
協会２５年の回顧」（記念誌編集委員会，前掲『熱管理
２５年のあゆみ』）２１７頁。

１４ 春日，前掲「燃焼指導（東京）」３６５頁，「日本能率協
会 会報」（『日本能率』１９４３年１１月号，７６頁）。

１５ 木村季治，前掲「石炭の合理的節約と工場欠陥の改
善」が掲載された『燃料協会誌』（「燃焼指導特集
号」）の巻頭言には「現在一般に云はるゝ“燃焼指
導”は燃料節約指導を意味し，実質に於て広く燃料
管理，燃焼管理，発生熱管理，余熱管理の熱管理全
般に亙る指導たることが漸次認識される様になり」
とある。燃焼指導の含意が変化しつつあり，それと
ともに熱管理という表現が使用されるようになった
ことが見てとれる。

１６ 以下，百武，前掲「燃焼指導と熱管理の経過」８８５－
８６頁。東栄二『戦時経済と燃料国策』１９４１年，産業
経済学会，４８８頁も参照。

１７ 百武，前掲「燃焼指導と熱管理の経過」８８５頁は，例
として大東紡織・片倉製糸・日本製鋼所室蘭製作
所・日本鋼管・川崎製鈑・日亜製鋼を挙げている。

１８ 北海道炭礦汽船編『石炭国家統制史』日本経済研究
所，１９５８年，３２１－２３，３４８－９４頁。

September 2006 － 45 －戦時期・戦後復興期日本の熱管理運動・熱管理政策



わせて，熱管理を通じた燃料消費の節約がさら

に強調されるようになった。

１９４２年１０月２８日に燃料局は「全国熱管理委員

会設置要綱」で７点の政策目標－①熱管理の普

及徹底による燃料の合理的有効使用，②官民の

一致協力による燃料の消費節約の強化，③工場

の自発的創意工夫に基く熱管理，④熱管理技術

の向上並に相互活用及公開，⑤産業の特殊性，

設備の特殊性等に応じた熱管理の徹底，⑥燃料

配給と熱管理との関係強化，⑦最低適性燃料の

標準量配給－を掲げ，これを実現するために，

主要工場の熱管理委員会の連絡・指導機関とし

て各道府県や統制団体に熱管理委員会を設立す

ることを決定した１９。これら地方庁・統制団体

毎の熱管理委員会は何れも関係工場間の技術の

公開・相互交流の促進，関係工場への熱管理診

断の実施とともに，製品別や設備別の標準燃料

消費量の調査をその活動目的としていた。そし

て商工省は各委員会を指導・監督するとともに

各委員会の調査結果から燃料の原単位計算を実

施し，これを配給政策に反映させようとした。

道府県熱管理委員会は各地方庁管内の中小工

業や「地方的産業」を指導対象とし，「設備の

特殊性に基く熱管理を実施するのが其の最大の

目標であつて，相異る産業が一設備を対象とし

て其の操業法を多角的に研究し，調査し，之を

公開して相互に活用すること」を活動目的とし

ていた。その人事は原則として委員長に道長

官・知事または産報会長，副委員長に警察部長

および経済部長，幹事に労政課長で，委員には

各地方の中心的な工場の技師・地方庁関係官・

地方燃料配給統制機関の関係者が就任した。ま

た，近県の熱管理委員会をまとめた組織として

地区別連合熱管理委員会の設置も勧奨され，少

なくとも関西では実現した。

一方，統制会等熱管理委員会は「産業の特殊

性に応じた熱管理の徹底」を図ることが目的で

あった。そのためには，「同一産業の各関係者

が各々の専門的技術を公開し，之を相互に活

用」することが必要と考えられ，「診断指導班

を組織し，出来得る限り多数の，而も設備に於

ても，作業状態に於ても標準的な工場に対して

これが診断指導を行ひ，其の結果を以て他の工

場の指導に資する様にする事」が期待された。

委員長は「重要産業統制団体の所属会員，組合

員等の役職員中適当なる者及学識経験者」が予

定され，実際にはおもに統制会の技術部長が就

任した。統制会等熱管理委員会の設立は１９４３年

３月以降とくに促進され，同年９月までには単

位当り燃料消費量が比較的少ない機械工業関係

の統制会を除いて概ね結成された（表３）２０。

燃料局はこのように熱管理の連絡・指導機関

の組織化を進めるとともに，熱管理を啓蒙する

ための宣伝行事や査察を実施する。

まず１９４２年１１月１６日から１週間，商工省・企

画院の主催で燃料週間を実施し，燃焼だけでは

なく貯炭や熱・蒸気の有効利用なども重視して

熱管理の促進を図った。また，期間中の１１月２０

日には熱管理が優良とみなされた６３工場が表彰

された２１。

ついで翌１９４３年度には戦時熱管理非常強化期

間が閣議決定される２２。これは，「大東亜戦争完

遂上絶対的要請タル石炭ノ確保対策ノ一環トシ

１９ 辻元，前掲「熱管理法」６頁，春日，前掲「燃焼指
導（東京）」３６８頁。

２０ 以上，楢原勉（商工省燃料局総務課長）「熱管理の強
化」（『燃料及燃焼』１９４３年６月号）６－７頁，「全国
道府県に熱管理委員会設置」（『燃料及燃焼』１９４３年
３月号）１０８－０９頁，「関西２府３県に聯合熱管理委
員会を組織」（『燃料及燃焼』１９４３年８月号）６１頁，
「各統制会内に熱管理委員会設置方針を燃料局に於
て決定」（『燃料及燃焼』１９４３年４月号）５１－５５頁。

２１ 辻元，前掲「熱管理法」１０頁，春日，前掲「燃焼指
導（東京）」３６６－６８頁。

２２ 以下，軍需省「戦時熱管理非常強化期間実施要綱」，
同「戦時熱管理非常強化期間実施細目」以上，１９４３
年１１月１５日（以上，『戦時熱管理非常強化期間実施要
綱・細目等』綴，東京大学経済学部図書館所蔵），化
学工業統制会熱管理委員会「査察実施工場熱管理計
測器類調査集計表」１９４４年２月調査（東京大学経済
学部図書館所蔵「石川一郎文書」G３）。
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テ…（中略）…石炭需給ノ逼迫ヲ消費面ヨリ急

速且強力ニ打開スルト共ニ戦力物資生産増強ノ

飛躍的向上ニ寄与」することを目的として４３年

１２月１５日から翌４４年３月３１日にかけて実施され

た。

戦時熱管理非常強化期間の骨子は次の５点で

あった。第１に熱管理査察推進班の結成であ

り，巡回調査を通じて熱管理の改善を促すこと

が期待された。第２に主要工場に石炭の節約目

標を課したことである。石炭を年間１万 t以上

使用する工場ないし統制会会員の全工場に対

し，１９４４年２～３月中の石炭節約予定量を軍需

大臣に届け出させ，「経営首脳者ノ責任ヲ以テ

之ガ目標達成突破ニ邁進スルコト」を義務づけ

表３ 統制会等熱管理委員会一覧（１９４３年９月１４日現在）

団体名 熱管理委員長名および肩書 連絡者・事務担当者名および肩書
鉄鋼統制会 里村伸二 技術部長 有吉能武 技術部加工課長
石炭統制会 山川良一 生産部長 鶴見志津夫
鉱山統制会 吹原彌生三 生産部長 小坂玄伍 生産部次長
セメント統制会 河野通祐 理事長 浅野忠 技術部第一課長
金属工業統制会 杉浦稠三 圧延技術部長 鍵山俊造 技術部第三課長
車輌統制会 橋本新助 技術部長 蓮井還 技術部第二課長
自動車統制会 未定 稲田龍三郎 生産部施設課長
鉄道軌道統制会 高井信一 理事 渡邊幸義 第二技術部次長
日本発送電 小田島精作 火力発電部次長
日本耐火煉瓦統制 加藤孝治 技術部長 池田彦一 技術部

石油精製業協議会 木村乾 日本石油
土田保三
福島嘉雄

生産部長
生産部工作課長

帝国燃料興業 内田正次郎 技術部長 賀田立二
日本陶磁器工業組合連合会 出石於菟彦 専務理事 船木辰造
帝国瓦斯協会 下村明 顧問 長谷川孝三
日本硝子工業組合連合会 法○盛耕 常務理事
産業機械統制会 未定 小林正一郎 技術部次長
軽金属統制会 安生浩二 生産部長 和田貞吉 生産部
化学工業統制会 岸本肇 企画局長事務取扱 山本和信 企画局
護謨統制会 田中胖 技術部長 樋口櫻吾 技術部
皮革統制会 増井�司 技術部長 山本茂一 技術部研究課長
油脂統制会 丸山勉 油脂技術部長 齋藤雄介 資材部調整課長

綿スフ統制会 有元憲 技術部長
長井正貴
神崎清

技術部主事
資材部

絹人絹統制会 島村芳三 技術部長
吉村正利
平田勝四郎

技術部指導課長
技術部技師

羊毛統制会 伏原湛一郎 技術部長 石田宗治 技術部技師
麻統制会 森周一 技術部長 鈴木不二 技術部
電気機械統制会 未定 木村浩 技術部
精密機械統制会 未定 片山芳春 技術部第六課長
造船統制会 未定 竹山筍蔵 参事
日本鋳物工業組合連合会 未定

資料）燃料局「統制会等熱管理委員会及協力団体調」１９４３年９月１４日（東京大学経済学部図書館所蔵「戦時工作
機械関係資料」，『熱管理委員会』綴）。

註）１．○は判読不能。
２．精密機械統制会熱管理委員会は１９４３年１２月２１日に結成された。委員長は備藤三郎（技術部長）である。
「精密機械統制会熱管理委員会結成式竝同委員会議事録」１９４３年１２月２１日開催，「精密機械統制会熱管理
委員会委員名簿」（前掲『熱管理委員会』綴）。
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た。「石炭節約予定量ニ付テハ少クトモ節約率

一割ヲ下ラザルコト」とされた。第３に工場見

学・研究発表会などを通じて熱管理技術を交流

することが明記され，第４に欠陥の補修を進め

ることが挙げられた。そして第５は計器の普及

であり，燃料局によるパンフレット作成や査察

工場における計器の設置・破損状況の調査が行

なわれた。

以後たびたび繰り返された熱管理査察が初め

て大々的に実施されたのはこの戦時熱管理非常

強化期間中のことであった。熱管理査察推進班

には，①軍需省・日本能率協会・燃料協会など

から組織された中央熱管理査察推進班，②都道

府県熱管理委員会によって組織された都道府県

熱管理査察推進班，③統制会熱管理委員会を母

体とする統制会熱管理査察推進班の３つがあ

り，それぞれが重複しないようにしながら工場

の熱管理状況を査察した。

同様の査察は戦時中あと２回実施されてい

る２３。まず１９４４年秋には，戦時熱管理非常強化

期間で未調査・成績不良の工場を都道府県及び

統制会等の熱管理委員会が査察した。統制会で

は４４年１０月以降２ヶ月間，前回の査察で熱管理

が不充分だと判断された工場のうち年間の石炭

換算燃料消費量が５，０００t以上で北海道以南に

位置する工場に対して指導することとなった。

また４５年冬にも強化期間が実施されたが，これ

は空襲の激化により所期の成果を収めるのは非

常に困難であったと伝えられている。

以下では１９４３年度の戦時熱管理非常強化期間

での査察規模・内容についてみていきたい。査

察件数は，当初「統制会ニテハ二，三千工場ヲ

中央ニ於テハ百五十工場ヲ其ノ他ハ各都道府県

ニテ受持チ而シテ全体トシテ二，三萬工場ヲ今

期中ニ査察スル予定２４」であったと伝えられる

が，実際には全体で４，０００弱，うち中央は１９０余

であった（表４）。査察では燃料消費量や主要

な欠陥の調査のほか，「工場熱管理状況」「工場

熱管理委員会ノ運営」「工場首脳者ノ熱意」「現

場職員現場員ノ注意技術」の４項目についてそ

れぞれ評点が付けられ，のちに優秀な工場の表

２３ 以下，燃料協会編「昭和１９年度に於ける重要なる燃
料関係事項」（『燃料協会誌』第２６５号，１９４５年１・
２・３・４月）２１頁，同「昭和２０年度に於ける主な
る燃料関係事項」（『燃料協会誌』２６８号，１９４６年１・
２・３月）２９頁，山口傳（軍需省燃料局総務課長）
「今次の統制会等に依る熱管理指導実施に就て」
（『燃料及燃焼』１９４４年９月号）４頁，「熱管理指導
実施要領」（「石川一郎文書」G３），燃料局「潤滑及
熱管理必勝強化期間実施要綱案」１９４５年１月１５日，
軍需省「潤滑及熱管理必勝強化期間実施細目案」１９４５
年２月１４日（以上２点，『熱管理強化期間中ニ於ケル
成績調査表等』綴，東京大学経済学部図書館所蔵）。

２４ 春日進発言（「精密機械統制会熱管理委員会結成式竝
同委員会議事録」１９４３年１２月２１日開催〔東京大学経
済学部図書館所蔵「戦時工作機械関係資料」，『熱管
理委員会』綴〕）。

表４ 「戦時熱管理非常強化期間」（１９４３年度実施）における熱管理査察の件数・成績

熱管理査察推進班の区分 査察工場数
成 績

甲 乙 丙
工場数 ％ 工場数 ％ 工場数 ％

中央 １９１ ２５ １３．１ ８８ ４６．１ ７７ ４０．３
統制会 １，３３０ ２６７ ２０．１ ６５９ ４９．５ ３８９ ２９．２
都道府県 ２，４６４ ３５９ １４．６ １，４２６ ５７．９ ６２３ ２５．３
合計 ３，９８５ ６５１ １６．３ ２，１７３ ５４．５ １，０８９ ２７．３

資料）山口傳（軍需省燃料局総務課長）「今次の統制会等に依る熱管理指導実施に就て」（『燃料及燃焼』１９４４年
９月号）３頁。

註）１．「査察工場数」と「成績」欄の「工場数」の合計とは一致しない。
２．燃料協会は，中央熱管理査察推進班の査察工場数は１９３で，「年間石炭換算消費量が２萬 t以上で生産増
強上特に緊要な」工場を巡回したと記録している。燃料協会編「昭和１９年度に於ける重要なる燃料関係事
項」（『燃料協会誌』第２６５号，１９４５年１・２・３・４月）２０－２１頁。
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彰が実施された２５。

査察件数・日程・人員を化学工業について示

したのが表５・６である。件数は中央が４５工

場，統制会が４０工場あり，これらを中央は一日

１工場を２～５人で，統制会は一日１～３工場

を１～３人でそれぞれ巡回していた。指導内容

を磐城セメント四倉工場の例でみると，チェッ

クポイントは石炭の購入・貯炭から燃焼，廃ガ

スの使用状況など一通りに及んでいたが，査察

にかけられた時間は休憩を含めてわずか４時間

半であった（表７）。当初の燃焼指導が１工場

に１週間かけられていたのに比べると，非常に

粗いものであったことがわかる。事実，燃料局

の担当官も「査察は僅か１日に一つか或ひは二

つの工場をほんの上面を眺めまして気付いた点

につきまして色々御注意申上げるといふやうな

程度２６」であると認識していた。ただし，各査

察官は短時間にせよ複数の工場を巡回している

から，熱管理における平均的な技術水準や成功

事例ないし問題点を把握し，それを指導に活か

すことは可能となったであろう。なお，査察班

には民間工場の技術者も参加しており，たとえ

ば大日本麦酒の高木誠技師は福岡「県の汽缶部

門の熱管理査察推進班員として…（中略）…日

本発送電の戸畑と名島の大規模な工場をはじめ

と致しまして食料品工場の約１０工場，製糸工場

の約７工場，撚糸工場の４工場，その他或は機

械部分品工場等，大体大中小工場合せて３０有余

の工場を査察２７」することができた。査察は高

木に他社の技術を持ち帰る機会を与えたのであ

る。

また１９４２年３月に創立された日本能率協会も

熱管理の発展に取り組み，診断・講習会や熱管

理査察の結果報告会などを実施した。熱管理診

断は伴義定燃料研究所長を班長とするもの

で２８，４３年１０月の日本鋼管を手始めに日本製

鉄・関東電化に対して行なわれた。とはいえ，

当時華々しく実施されていた能率診断に比べる

と地味な存在であった（表８）。

（２） 戦時期における熱管理の成果

本項では，燃料局が掲げていた熱管理の理念

が戦時期にどの程度達成されていたのかを明ら

かにしたい。

まず，資材の入手状況について，燃料局が熱

管理を進める際にとくに重視していた計器を中

心に確認しておく。代表的な工業計器メーカー

の生産額の推移を確認すると（表９），何れも

絶対額では増加しているものの，日中戦争勃発

以降，その割合は兵器に対して著しい低下をた

どった。しかも，海外からの輸入は１９３７年以降

困難となり，国内で生産された計器もその過半

が石油精製業向けであった２９。このため，熱管

理の現場では「オルザツトの液がなくなりまし

た処品物がなくてそれを購入出来ず，又シーメ

ンスの CO２メーターの電池がなくなつてこれに

も弱りました３０」，「日立の計器を買つたのです

が，一回使つたきり何かの都合でそれが損じま

して使へなくなりました。そこで度々メーカー

の方へ之が修繕方を交渉してゐるんですが資材

の関係とか人手の関係があるんでせう一向に直

２５ 燃料協会，前掲「昭和１９年度に於ける重要なる燃料
関係事項」２０－２１頁，「戦時熱管理強化期間中統制会
等ニ於テ措置スベキ事項」別紙（「第二表 熱管理査
察推進班報告書」），おそらく軍需省燃料局作成，作
成日不明（前掲『熱管理委員会』綴）。

２６ 石坂善五郎（軍需省燃料局総務課長）「兎も角燃料を
節約する気持になれ」（「戦時熱管理非常強化期間熱
管理査察報告会記録（その１）東京都の分」〔『燃料
及燃焼』１９４４年８月号〕１６頁）。

２７ 高木誠（福岡県熱管理査察推進班員，大日本麦酒技
師）「石炭産出地の特殊事情を考へて」（「戦時熱管理
非常強化期間熱管理査察報告会記録（その２）福岡
市の分」〔『燃料及燃焼』１９４４年９月号〕２７頁）。

２８ 日本能率協会『１０年間の足跡』同協会，１９５２年，５５
頁（日本能率協会所蔵）。

２９ 山武ハネウエル『山武ハネウエル七十五年史』同
社，１９８２年，７５頁，９６－９８頁，横河電機製作所編
『計測器ひとすじに－横河電機の５０年』同社，１９６５
年，９３－９４頁。

３０ 新美仙松（大同製鋼）談（「燃焼技術員座談研究会記
録」〔『燃料及燃焼』１９４３年１月号〕７１頁）。
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表５ 中央熱管理査察推進班査察計画（軍需省化学局関連）

班区分 企業名 工場名 査察日 班 員 名
１ － 江戸川工業所 東京 － －

※２ 横浜ゴム製造 本社工場 －
３ 旭硝子 鶴見 －
４ 保土谷化学工業 保土谷 －
５ 東京芝浦電気 川崎本工場 －

※６ 日本高炉セメント 川崎 －

７愛知第一 矢作工業 名古屋 ２．２３
軍需省：（菱沼〔勇〕〔燃料〕局長），（石坂〔善五郎〕〔総務〕
課長），春日（進）技師，（○澤技師），藤井技手，（地方燃料
局）／県庁係官

※８ － 日本碍子 名古屋 － －
９ 日本油脂 武豊火薬工場 －

※１０ 浅野セメント 大阪 －
１１ 大阪窯業セメント －
１２ 日本染料製造 春日出 －
※１３ 武田長兵衛商店 本社工場 －
※１４ 旭硝子 尼崎 －
１５ 鐘渕工業 高砂化学工業 －
※１６ 大日本セルロイド 網干 －
※１７青森・岩手 磐城セメント 八戸 ３．０９ 軍需省：齋藤（永吉）技師，藤井技手／技術院：金子技手／

県庁係官１８ 東北アルコール工業 八戸 ３．１０
１９ 日東化学工業 八戸 ３．１１
２０秋田 東北肥料 秋田 ３．１８ 軍需省：辻元（謙之助）嘱託，富田嘱託／県庁係官

２１群馬 関東電化工業 渋川 ３．１８ 軍需省：（石坂〔善五郎〕〔総務〕課長），伴（義定）（燃料研
究所）所長，賀田立二／技術院：橋本元次郎／県庁係官

２２福島 日本水素工業 小名浜 ２．１２ 軍需省：伴（義定）（燃料研究所）所長，野口（清）技師，鶴
見（志津夫）嘱託，木村嘱託，山本嘱託／県庁係官※２３ 磐城セメント 四倉 ２．１９

２４ 保土谷化学工業 郡山 ２．２１
２５新潟 信越化学工業 直江津 ３．２２ 軍需省：（磯野〔太郎〕軍需官），春日（進）技師，椎名技手，

地方燃料局／県庁係官２６ 日本曹達 二本木 ３．２３
２７富山・石川 日本曹達 高岡アルミ ３．２３ 軍需省：石坂（善五郎）（総務）課長，藤原（利市）嘱託，（佐

藤技手）／県庁係官２８ 日本鉱業 富山 ３．２４

２９愛知・岐阜 日本合成化学工業 大垣 ２．２４ 軍需省：辻元（謙之助）嘱託，（�島〔英〕技師），富田嘱託／
県庁係官

※３０三重・滋賀・京都 日本石油綿盤工業 彦根 ３．０９ 軍需省：藤原（利市）嘱託，（椎名技手）／県庁係官

※３１岡山・広島 小野田セメント 阿哲 ２．２６ 軍需省：（兒玉〔幸太郎〕軍需官），藤原（利市）嘱託，（吉岡
軍需官），（藤井技手），地方燃料局／県庁係官※３２ 帝国化学工業 岡山 ２．２８

３３ 帝国染料製造 福山 ２．２９
３４山口 宇部曹達工業 宇部 ２．０２ 軍需省：木村季（治）嘱託，（平沢技手）／県庁係官
３５ 宇部興産 宇部窒素工場 ２．０３
３６ 東洋曹達工業 富田 ２．０５
※３７四国 日本油脂 徳島 ２．１５ 軍需省：（野口〔清〕技師），藤原（利市）嘱託，西園寺（治）

軍需官補／県庁係官※３８ 共和レザー 徳島 ２．１６
３９ 住友化学工業 新居浜 ２．１９
４０福岡第２ 旭硝子 牧山 ２．２３ 軍需省：伴（義定）（燃料研究所）所長，（磯野〔太郎〕軍需官），

新村（唯治）技師，齋藤（永吉）技師，地方燃料局／県庁係官４１ 日本化成工業 黒崎 ２．２４
※４２福岡第３ 日本タイヤ製造 久留米 ３．０１ 軍需省：鶴見（志津夫）嘱託，木村嘱託，地方燃料局，賀田

立二／県庁係官４３ 東洋高圧工業 大牟田 ３．０３
４４ 三井化学工業 三池染料工業所 ３．０４
４５南九州 日本化成工業 熊本 ３．２８ 軍需省：木村季（治）嘱託，（小林〔滋〕技手）／県庁係官
４６新潟 電気化学工業 青海 ３．２４ 軍需省：（磯野〔太郎〕軍需官），春日（進）技師，椎名技手，

地方燃料局／県庁係官４７ 大日本セルロイド 新井 ３．２５
４８南九州 昭和農産化工業 八代 ３．３０ 軍需省：木村季（治）嘱託，（小林〔滋〕技手）／県庁係官
４９ 日窒化学工業 延岡 ３．３１

資料）佐藤敬二（化学工業統制会考査部工務課）「中央熱管理査察推進班査察結果報告聴取概要」１９４４年５月（東京大
学経済学部図書館所蔵「石川一郎文書」G３），軍需省燃料局「中央熱管理査察推進班査察実施計画（２月及３
月）」作成日不明（『熱管理強化期間実施要綱・細目等』綴，東京大学経済学部図書館所蔵）。

註）１．※は化学工業統制会会員工場ではないもの（窯業・ゴム製造業など）。
２．No．４６～４９の各工場では査察予定が取り消された。査察日・班員名は計画段階のもの。
３．括弧でくくられた人物は予定。上記のほか「軍監察官，監理官，関係官庁ヨリ参加スル予定」とある。
４．班区分，査察日，班員名のうち－は不明。おそらく１月中に実施されたものと思われる。
５．人名・役職名のうち括弧内は『商工省職員録』１９４３年５月１０日現在，などより補った。○は判読不能。
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表６ 化学工業統制会熱管理委員会査察推進班査察実施状況

班区分 企業名 工場名 査察日 班 員 名

１ 東北 帝国マグネシウム 酒田 ２．１４ 石川陸一郎 長島正夫

２ 鉄興社 酒田大浜 ２．１５ 〃 〃

３ 昭和電工 廣田 ２．１７ 〃 〃

４ 呉羽紡績 錦 ２．１９ 〃 〃

５ 中国四国 昭和曹達 坂出 ２．１４ 津田清一 佐藤敬二

６ 徳山曹達 徳山 ２．１６ 〃 〃 照井總治

７ 東洋高圧工業 彦島工業所 ２．１７ 〃 〃 〃

８ チタン工業 宇部 ２．１８ 〃 〃 〃

９ 関東 日東化学工業 横浜 ２．１７ 坂駒 雄 森田久男

１０ 東京瓦斯化学工業 横浜 ２．１７ 〃 〃

１１ 日本航空化学工業 末広 ２．１７ 〃 〃

１２ 大日本化学工業 川崎 ２．１８ 〃 〃

１３ 昭和電工 川崎 ２．１８ 〃 〃

１４ 鐘渕海水利用工業 長井 ２．１９ 〃 〃

１５ 電気化学工業 本所 ２．２２ 〃 〃

１６ 旭電化工業 尾久 ２．２２ 〃 〃

１７ 保土谷化学工業 王子 ２．２３ 〃 〃

１８ 日本鉱業 王子 ２．２３ 〃 〃

１９ 日本染料薬品製造 志村 ２．２４ 〃 〃

２０ 近畿 廣栄 放出 ２．２１ 佐藤敬二

２１ 東洋木材防腐 大阪 ２．２２ 〃

２２ 由良精工 小雑賀 ２．２３ 〃

２３ 大日本セルロイド 堺 ２．２４ 〃 武田岩尾

２４ 鯛生産業 大阪 ２．２５ 〃 〃

２５ 由良化学工業 尼崎 ２．２５ 〃 〃

２６ 多木製肥所 本社工場 ２．２６ 〃 〃

２７ 大阪瓦斯 酉島 ２．２８ 〃 〃

２８ 九州 九州化学工業 本社 ２．２２ 塚田博美 中島顯誠

２９ 日本曹達 九州 ２．２３ 〃 〃

３０ 日本染料製造 鶴崎 ２．２４ 〃 〃

３１ 電気化学工業 大牟田 ２．２６ 〃 〃

３２ 日本鉱業 鏡 ２．２７ 〃 〃

３３ 日本窒素肥料 水俣 ２．２８・２９ 〃 〃

３４ 北陸東海 昭和電工 鹿瀬 ２．２５ 倉園清市 川久保健生 坂田晃次

３５ 昭和合成化学工業 鹿瀬 ２．２５ 〃 〃 〃

３６ 東洋合成工業 新潟 ２．２６ 〃 〃 〃

３７ 日本カーバイト工業 魚津 ２．２８ 〃 〃 〃

３８ 中越電気工業 滑川 ２．２９ 〃 〃 〃

３９ 大同化学工業 武生 ３．０１ 〃 〃 〃

４０ 昭和曹達 名古屋 ３．０３ 〃 〃 〃

資料）「化学工業統制会熱管理委員会査察・実施工場名・月日・推進班員一覧表」（作成日等不明，「審議室考査部
工務課」印あり），佐藤敬二・石原辰由（化学工業統制会考査部工務課）「化学工業統制会熱管理委員会査察推
進班工場査察実施結果報告抜萃」１９４４年７月（以上，東京大学経済学部図書館所蔵「石川一郎文書」G３）。
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しに来て呉れません。…（中略）…計器です

が，これも只今のやうな時節ではなかなか手に

入り難い３１」といった事態が生じていた。

こうした資材の入手難に対応するために一部

の企業がとった対策は，自社における計器のメ

ンテナンス技術を向上させることであった。た

とえば，日本油化工業は自社工場で使用する計

器の製造元である山武工業に計器の補正・修理

方法の実習を依頼し，養成を終えた人材で計器

係を組織した３２。

「（計器係には－小堀注）全工場に計器類の

設置及び管理等を分担させまして，係員が毎

日現場を廻つて圧力計などは月に１回，標準

圧力計，温度計，重量計などは月３回，日を

定めましてその誤差，故障がないかといふこ

とを調べてをります。その場で誤差とかいろ

いろな故障がありました場合は係員がなほ

す，どうしてもなほせないといふやうなもの

は製作所へ頼んで修理をして貰つてをりま

す。」

また八幡製鉄所でも「現有計器を補充して行

くことも却々難しく簡単に修理できないのであ

りますが，私の方としては非常に沢山な計器を

取扱つてゐます為にどうしても修復しなければ

管理方面も却々難しい情勢にありますのでどう

しても計器の修理を自発的にやらなければなら

ぬ」という状態に陥った。このため，まずは

「計器会社と連絡を取り会社から出張して貰ひ

その場で直るものは直して戴き更に難しいのは

計器会社に送つて直して貰ふといふ事にしたの

でありますが，それでも思ふやうにならな

い」。そこで，「計器の取扱ひ並に修理技術の習

得のために講習会を開いて技術者に対する講習

と工員に対する講習を数回」開催するととも

に，八幡から計器会社に人員を派遣して３ヶ月

から６ヶ月の期間講習を受けさせた。さらに，

１９４４年には島津製作所から３人を嘱託として受

け入れ，より本格的な計器修理工場の建設を開

始する。また，釜石製鉄所でも計器会社での長

期実習を通じて同様の体制を整えた。

八幡・釜石では計器の修理を工場内である程

度自立して実施し，計器を安定的に稼動できる

ようになった結果，作業部門別に原単位目標を

設定することが可能となった。八幡では熱管理

委員会が，洗炭・製骸・製銑・製鋼・圧延・動

力関係・運輸その他など主な作業現場ごとに

「所要熱量の目標を定めこれ以上使用燃料を増

さない目標の９０％以内で作業するといふことに

取定めた」。また釜石でも，工場別・製品別に

６０種類以上の燃料節約目標を決定するととも

３１ 田中榮一（大同製鋼）談（前掲「燃焼技術員座談研
究会記録」６１－６２頁）。

３２ 磯恒（日本油化工業汽缶係長）発言（前掲「熱管理
査察報告会記録（その１）」４３頁）。

表７ 磐城セメント四倉工場における熱管理査察

日程 １９４４．２．２０
時間割 １０時 査察開始

１１時 現場検討
１３時 諮問再開
１４時 講評
１４時半 終了

諮問事項 １．石炭配給，品質，使用量問題
２．配炭設備，荷役問題
３．入荷石炭検量問題
４．節約予定率
５．吹込空気温度廃瓦斯問題

現場検討場所 １．キルン炭貯蔵場
２．キルン部，石炭部
３．ボイラー部，発電部
４．工員浴場

注意事項 １．キルンクーラー冷却水利用考究
の件
２．工員浴場，ボイラー投炭法考究
の件
３．工員浴場蓋開放しありたるため
の注意

資料）井上清（磐城セメント四倉工場製造課長）「熱
管理強調期間中に於ける実際運動」（『燃料及燃
焼』１９４６年８月号，３１頁）。

註）「講評は概して良好であつたが，正午交替工員の
ため昼間よりボイラーを焚き浴場の蓋を除去致し
ておきたるものを係員の説明不足にて『夕方使用
すべきものを今より蓋を開放の儘にしおくは不注
意なり』との注意を受け，又念入りに新聞紙上地
方版に此の点のみを特に強調し折角の当工場の熱
管理状況に関し誤つた批評を記載せられたのは笑
話でなく真に残念であつた」。同上，３１頁。

－ 52 － Vol. 56 No. 2大 阪 大 学 経 済 学



表８ 日本能率協会の熱管理関係業務

時 期 内 容
１９４２．１２．１～１１ 燃焼指導員養成。大阪府工業奨励館と共催。一級汽缶士の燃焼技術の指導訓練。参加者５５

名（８０名より選考）。
１９４３．７．２３ 第１回熱管理研究会。議題は「熱管理診断指導打合に関する件」

１０．７～１０．９ 第１回日本鋼管熱管理診断
１０．１３～２０ 加熱炉技術員指導講習会（東京）。加熱炉作業主任者２５０名参加。
１０．２０～２８ 汽缶部門熱管理講習会（大阪）。汽缶取扱主任級以上の者１００名参加。
１１．８ 日本鋼管熱管理診断発表会。軍需省燃料局，鉄鋼統制会，日本鋼管より参加。

※「丁度日本能率協会が某製鉄工場の能率診断もやり熱管理診断もやるという機会があつ
て，その両方に参加したその最終の結果発表の時の光景であるが，能率診断の方はその工
場の社長以下幹部以下関係者がズラリと並んだ処え，商工大臣以下関係局課長等が参列し
て行はれたのに反し，熱管理診断の方は工場の現場で，技術部長以下僅に７～８名の関係
者が待ち受けている席に，中央熱管理委員会の伴委員長（正確には，熱管理査察班の伴義
定班長－小堀注）以下が臨んで卓を挟んで相対しながら結果の発表を行ふといつた具合
で，誠に対跡的な光景が今尚眼底にハツキリと残つている」。

１１．１６ 燃焼合理化専門講演会（大阪），会衆３００名
１２．６～１１ 発生炉職長指導講習会（大阪），ガス発生炉作業経験３ヶ年以上の者４０名参加（限度）。

１９４４．１．７，１．２１ 熱管理診断発表会。日本製鉄富士製鋼所，吾嬬製鋼所の熱管理診断結果報告。
※戦時熱管理非常強化期間中の熱管理査察に参加。

１．２７ 熱管理査察発表研究会（熱管理査察の報告発表，相互発表研究会，東京）。以下，２．１９
（仙台），２．２６（名古屋），３．２（広島），３．１２（福岡），３．１３（八幡），３．２６（富山），３．２９
（熊本）。

９．２１～２２ 熱管理指導講習会（富山），９．２４～２５（金沢）。
１２月下旬 関東電化渋川工場の熱管理診断

※「当時計器など工場には殆どなかつたので，診断する人々が当時の燃料研究所の計器を
担いで丁度富士山の強力のような格恰で，渋川の町からゾロゾロと歩いて工場に行つた」。

１９４５．１．１３ 熱管理技術指導打合会
１．２２ 空襲下の汽缶対策打合会
２．１９ 昭和２０年度の熱管理査察について意見交換
２．２４ 関東電化の査察結果発表

１１．１６（１５？） 第１回中央熱管理委員会。『復興工場熱管理指針』の編集が議題に。
１９４６．１ 『復興工場熱管理指針』発行
３．１４ 第４回中央熱管理委員会，電気ボイラーについて
４．１９ 第５回中央熱管理委員会，本年度熱管理行事について

１９４７．１．７ 第７回中央熱管理委員会，石炭危機突破熱管理強化対策について協議
２．１３～１５ 復興工場熱管理技術講習会（東京）。『復興工場熱管理指針』を中心に熱管理規則の説明を

加える。
３．２７ 現場従業員から募集した熱管理の標語の審査

５．２１～２３ 熱管理用計器取扱並修理講習会（東京）
※２月と５月の講習会は「何れも来会者は連日３５０名から３７０名に達して，浜松町の工業奨
励館講堂は収容しきれず，多数は立つたまゝ聴講していた。こんなことは戦時中は勿論，
協会が出来てからでも嘗てなかつた現象で，当時如何に工場が戦後の復旧に悩んでいたか
が判る」。

７．１ 質疑応答を中心にした熱管理研究会
８．１２～１５ 甲種熱管理士予備講習会（熱管理士試験準備のための講習会，東京大学）。以下，１０．４～７

（金沢），１０．８～９（直江津），１１．４～８（仙台），１１．２０～２３（札幌）。
１１．２９ 低質燃焼講習会（金沢）

１９４８．５．１３～１６ 熱管理技術講習会（弘前）
８．３～８．７ 熱管理士試験準備講習会（仙台）。東北熱管理協会と共催，８０名参加。

資料）多賀高秀「終戦前後の民間熱管理運動の思出」（関東信越熱管理協会『熱と経営』第４巻第１号，１９５５年
１月），『日本能率』各号。

註）カギ括弧内の引用は，多賀，同上。
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表
９
主
要
計
測
器
メ
ー
カ
に
お
け
る
品
目
別
生
産
額
の
推
移

（
￥
）

〈
北
辰
電
機
〉
期
間

工
業
計
器

海
軍
兵
器

陸
軍
兵
器

工
作
機
械

合
計

１
１９
３４
．９
～
３５
．１

５６
７
，５
００

１
，３
５０
，９
５９

１０
１
，２
０５

０
１
，４
５２
，１
６４

２
３５
．２
～
３６
．１

８６
５
，２
９５

１
，０
０６
，６
５９

１５
７
，４
３１

０
１
，１
６４
，０
９０

３
３６
．２
～
３６
．５

３０
１
，５
１３

３５
０
，２
３５

５４
，３
７１

０
４０
４
，６
０６

４
３６
．６
～
３７
．５

１
，０
０４
，７
７８

１
，０
８５
，２
９９

１８
５
，２
７１

０
２
，３
７５
，３
４８

５
３７
．６
～
３８
．５

２
，９
５１
，７
９８

９８
３
，２
１４

１３
１
，６
１１

０
１
，１
１４
，８
２５

６
３８
．６
～
３９
．５

３
，４
５２
，２
９０

１
，６
５７
，７
８３

４３
４
，８
１７

０
２
，０
９２
，６
００

７
３９
．６
～
４０
．５

３
，１
２２
，９
９６

２
，６
７６
，８
１８

１
，０
９２
，４
５０

３７
０
，４
８３

４
，１
３９
，７
５１

８
４０
．６
～
４１
．５

３
，５
０１
，６
５２

４
，２
４８
，１
７１

６０
０
，８
１９

１
，０
４６
，４
２６

５
，８
９５
，４
１６

９
４１
．６
～
４２
．５

３
，９
４２
，８
６２

６
，４
９５
，８
９７

９４
３
，０
１８

２
，３
９０
，１
７６

９
，８
２９
，０
９１

１０
４２
．６
～
４３
．３

３
，６
１６
，６
１４

５
，４
８３
，７
８４

９３
６
，９
３１

２
，８
１０
，４
３３

９
，２
３１
，１
４８

１１
４３
．４
～
４４
．３

４
，９
７６
，２
９９

１２
，４
８７
，１
０８

４
，８
３０
，４
７９

５
，７
６６
，６
５１

２３
，０
８４
，２
３８

１２
４４
．４
～
４４
．９

８４
２
，３
７７

１２
，６
１２
，２
１１

４
，２
１０
，１
５４

２
，６
３８
，４
９１

１９
，４
６０
，８
５６

１３
４４
．１
０
～
４５
．３

４
，３
２６
，３
１１

１０
，８
７６
，８
８３

４
，２
０４
，０
９８

５
，０
３５
，１
４１

２０
，１
１６
，１
２２

〈
横
河
電
機
〉
年
度

工
業
計
器

航
空
計
器

磁
気
探
傷
器

オ
シ
ロ
グ
ラ
フ

一
般
回
転
計

磁
石
発
電
機

点
火
栓

電
気
標
準
具

合
計

１９
３５

２２
１
，９
００

３０
０
，５
００

１７
２
，０
００

１８
７
，０
００

２９
，６
００

０
０

０
６８
９
，１
００

３６
４０
３
，４
５０

４９
０
，７
００

２０
７
，０
００

３０
４
，０
００

４８
，０
００

０
０

０
１
，０
４９
，７
００

３７
５３
６
，６
００

７８
５
，４
００

２４
０
，０
００

３９
５
，０
００

６８
，０
００

７５
０
，０
００

３０
０
，０
００

０
２
，５
３８
，４
００

３８
５９
２
，０
００

１
，３
２６
，０
００

２４
，０
００

３７
８
，２
００

７４
，０
００

１
，６
００
，０
００

９５
０
，０
００

０
４
，３
５２
，２
００

３９
６７
７
，３
００

２
，０
６２
，５
００

４２
，０
００

４５
４
，３
００

１０
２
，０
００

２
，９
５０
，０
００

１
，７
００
，０
００

０
７
，３
１ ０
，８
００

４０
６８
７
，８
００

４
，３
７０
，１
００

１８
，０
００

５２
０
，０
００

９４
，２
００

３
，７
００
，０
００

２
，１
００
，０
００

０
１０
，８
０２
，３
００

４１
７３
２
，０
００

７
，５
２１
，９
００

５８
，０
００

６８
０
，０
００

１２
６
，０
００

４
，６
００
，０
００

１
，８
００
，０
００

０
１４
，７
８５
，９
００

４２
８２
５
，２
００

１２
，４
７８
，５
００

９２
，０
００

８５
０
，０
００

１２
７
，６
００

４
，６
５０
，０
００

３
，３
００
，０
００

５７
６
，６
００

２２
，０
７４
，７
００

４３
８１
０
，７
５０

１７
，２
８５
，０
００

２９
８
，５
００

８９
４
，６
００

１４
４
，５
００

７
，１
５０
，０
００

３
，９
００
，０
００

５
，１
８９
，４
００

３４
，８
６２
，０
００

４４
１
，１
１６
，０
００

２４
，５
５８
，０
００

１
，０
８４
，４
００

９２
３
，０
００

２０
６
，８
００

１１
，８
４０
，０
００

８
，６
３６
，８
００

５
，７
６６
，０
００

５３
，０
１５
，０
００

４５
－

１１
，１
６５
，０
００

８５
０
，０
００

４４
９
，６
００

２３
７
，６
００

７
，６
２０
，０
００

３
，５
６７
，８
００

－
－

資
料
）
北
辰
電
機
製
作
所
「
鉱
工
業
関
係
会
社
報
告
書
」，
横
河
電
機
製
作
所
「
報
告
書
」
作
成
日
不
明
（
東
京
大
学
経
済
学
部
図
書
館
所
蔵
「
鉱
工
業
関
係
会
社
報
告
書
」）
。

註
）
北
辰
電
機
：

第
３
期
・
第
４
期
は
資
料
焼
失
の
た
め
，
第
１３
期
は
決
算
未
了
の
た
め
そ
れ
ぞ
れ
推
定
額
。

資
料
で
は
，
工
作
機
械
の
生
産
は
「
第
５
期
」
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。

第
４
期
の
品
目
別
と
総
計
額
が
一
致
し
な
い
が
，
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

横
河
電
機
：

１９
４５
年
は
８
月
ま
で
の
生
産
額
。

１９
４５
年
の
う
ち
，
工
業
計
器
は
記
載
な
し
，
電
気
標
準
具
は
「
戦
災
不
詳
」。
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に，単位当り熱量の使用実績を毎月計算し，こ

れを関係者に配布した３３。

このように，一部企業では計器の稼動を安定

化することにより，資材の不足という制約をあ

る程度克服することができた。そしてこのこと

は，熱管理委員会を通じて部門別に目標原単位

を設定することを可能にし，燃料局が掲げた組

織的な熱管理を実現したのである。

組織的な熱管理は，工場の熱管理委員会を通

じた連絡体制の強化や技術水準の向上といった

形でも実現した。たとえば，「熱管理委員会が

出来ましてから我々の仕事は非常にやりよくな

りました。委員会が要求するものはまづ何でも

上の方は聞いて呉れる。…（中略）…毎月各係

の役付の人々と一般の従業員との間に懇談会を

開きまして意志の疎通を図り仕事の改善に資

し」たり，「工場ノ首脳者初メ熱管理委員ハ熱

心ニ各部門ニ於ケル熱管理自己診断ヲ行ヒ詳細

ナル計画ヲ樹立シ委員会ニ於テ之ガ実行並ニ現

場員ノ指導督励ヲ」行なう（徳山曹達）といっ

た事例が報告されている３４。

では，こうした成果はどの程度一般的だった

のであろうか。手始めに１９４３年度の戦時熱管理

非常強化期間中の成績を確認したい。まず，節

約達成率については，菱沼勇燃料局長が軍需省

局長会で「期間中一割ノ節約ヲ維持シタ」と報

告しており，燃料協会も軍需大臣指定の大口消

費工場における４４年２・３月の製品単位当り熱

消費量は前年の同期間に対して平均１８．８％の節

約であり，「一割を突破したことは確実であ

る」と伝えている。だが，両者ともに熱管理の

現状については満足していない。むしろ不満で

あった。菱沼は，一割程度の節約は「少シ注意

スレバ容易ニ出来ル。遣リ方ニ依ツテハ更ニ二

割，三割ノ節約モ十分可能ト思ヘル」と述べ，

また燃料協会も「概して良好とは云ひ難く，寧

ろその成績不良な工場事業数の予期以上多数で

あることが明白となった」と総括し，優良な工

場は全体の１５％程度と伝えた３５。実際，査察結

果を見ると（前掲表４）過半が乙，四分の一が

丙の評定を付けられており，中央熱管理査察推

進班の査察工場に至っては４割が丙という低評

価であった。先にみた成果は一部工場に限られ

ていたようである。これはなぜか。

まず挙げられる要因は炭質の低下である。た

とえば日本発送電（日発）の場合，非常強化期

間中の対前年同期間の発電量当りエネルギー節

約率は－０．２７％で逆にやや悪化したが，その大

きな要因は設計仕様から隔絶した熱量の石炭を

消費せざるをえないことであった３６。

また，計器についても，先ほどの事例のよう

に計器会社の技術者を招いて修理方法を身に付

けさせるといった長期的な投資を行ないうる企

業は極めて限られていよう。事実，八幡の計器

工場建設計画を聞いた鶴見は，「お願ひですが

その修理班を早速完成して戴き八幡に持込めば

直るといふ処まで行つて戴きたい」と発言して

いる。近隣の他工場では同様の取り組みが不可

能だからこそ，こうした過剰な期待を寄せたの

である３７。

３３ 以上，田中末蔵（日本製鉄製鉄所燃料課長）発言
（前掲「熱管理査察報告会記録（その２）」３３－３５
頁），島津製作所編『島津製作所史』同社，１９６７年，
３３５頁，尾林武衡（日本製鉄釜石製鉄所技師）「銑鋼
一貫工場の熱管理」（『燃料及燃焼』１９４５年７・８・
９月号）。なお，八幡の計器工場の完成は１９４８年頃で
あった。

３４ 池田研吾（三菱重工業名古屋航空機製作所）談（前
掲「燃焼技術員座談研究会記録」７３頁），佐藤敬二・
石原辰由（化学工業統制会考査部工務課）「化学工業
統制会熱管理委員会査察推進班工場査察実施結果報
告抜萃」１９４４年７月（「石川一郎文書」G３）。

３５ 「局長会報記録」１９４４年４月２７日開催（原朗・山崎
志郎編『軍需省関係資料』第５巻，現代史料出版，１９９７
年，７６６頁），燃料協会，前掲「昭和１９年度に於ける
重要なる燃料関係事項」２１頁。

３６ 電力局「発電用石炭ノ質及量ノ改善ニ依ル航空戦力
ノ増強」１９４３年１２月９日（原・山崎，前掲『軍需省
関係資料』第３巻，４１３－２２頁），日本発送電株式会
社熱管理委員会「熱管理強化期間中ニ於ケル成績調
査表」１９４４年５月１０日（前掲『熱管理強化期間中ニ
於ケル成績調査表等』綴）。

３７ 鶴見志津夫発言（前掲「熱管理査察報告会記録（そ
の２）」３５頁）。
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さらに，技術水準向上の企業努力に対して冷

水を浴びせたのが熟練労働力の軍への応召で

あった。先述の日本油化では，計器係を発足さ

せた後に「最近応召とか入営とかさういふこと

のために大分人がなくなりまして現在また各現

場から選抜いたしまして山武工業さんにお願ひ

して実習を３ヶ月程いたしてをる３８」羽目に

なっている。また，「悪いところを工員の方に

説明するにしましても自分だけが判つてをるの

で今日や昨日入つて来た素人の工員なんか捕へ

てこれを説明するのは困難といふか結局意味が

通じない３９」といった声も聞かれた。実際，熊

本県の熱管理指導官は「中量消費部門」におけ

る熱管理の結果が良好ではなかったとして，８

つの特質を挙げたが，うち冒頭に掲げた３つ－

①本県熱管理指導先任者の応召に依り積極的に

実地指導が出来なかった事，②熟練せる汽缶士

の応召，徴用等に依り未熟者を補充したる結果

熱管理知識及焚焼技倆の低下したる事，③助手

の不足に依り労働条件の強化せられたる為合理

的な焚焼操作を行ひ得なかった事－は労働力を

軍に取られたことに起因していた４０。

こうした事態は企業内に蓄積された技術水準

を低下させるだけではなく，各企業の熱管理へ

の投資を抑制する方向に作用したことが推測で

きる。企業内で育成した熟練労働力を突然喪失

する確率の上昇は，熱管理の費用対効果の悪化

を予想させたであろうから。査察では増産中の

工場で熱管理の成績・関心が悪く，熱管理委員

会も活発ではないことがしばしば指摘された

が４１，これは上述の状況下では限られた資源を

増産に向けるほうが利潤を増大できると判断さ

れたからであろう。このため次のような身分格

差も温存された４２。

「私の方の会社は軍需工場である関係から只

今の状態では兎も角少しでも多くの製品を作

らねばならぬとあつて直接品物を作る工員が

大変大切にされ，その原動力である処の，む

しろ根本的な働きをしてゐる汽缶部関係の工

員は粗末にせられると云ふ傾向があります。

之を呼ぶにも工場関係の工員は之を直接工と

云ひ汽缶部の工員を間接工と称してゐるやう

な状態です（笑声）」

以上から分かるように，八幡など一部企業で

は資材制約をある程度克服し，職場横断的な熱

管理を実現していた。だが，一般的にみると，

炭質の低下・資材不足・応召に伴う熟練労働力

の喪失が熱管理の制約として厳然と存在してい

た。これらは熱管理の技術水準の維持を困難に

し，熱管理投資の費用対効果を悪化させてい

た。とくに熟練労働力の応召は戦時下と復興期

との決定的な違いであった。いくら理念がまっ

とうであったとしても，日本の戦時経済下では

その実現は極めて不充分なものに終わらざるを

えなかったのである。

（３） 政策当局の対応

こうした状況に対して政策当局としてなしえ

たことは何だったのであろうか。法規的措置や

罰則・報償によって熱管理へのインセンティブ

を高めるべきだとの意見は当時から出されてい

３８ 前掲，磯恒発言，４３頁。
３９ 中村好美（東都製鋼宮製鋼所発生炉係長）発言（前
掲「熱管理査察報告会記録（その１）」４４頁）。

４０ 宮原満弘（熊本県熱管理指導官）発言（「戦時熱管理
非常強化期間熱管理査察報告会記録（その３）熊本
市の分」〔『燃料及燃焼』１９４４年１０月号〕２０－２１頁）。
他の５点は，④資材の入手難に依り保温，蒸気漏洩
の補修，ドレーン回収等に支障を来たしつゝあり，
⑤蒸気の使用部面に於て熱の有効利用に対する積極
的協力を欠く，⑥経営者及首脳部に於ける熱管理に
対する理解と知識の不足，⑦貯炭方法並に貯炭場の
設備不充分，⑧焚焼管理特に底質微粉炭焚焼に関す
る研究の不足であった。

４１ たとえば，「増産ヲ盛ニヤツテ居リ（生産指数ガ二．
三倍トナル）雑然トシテ居リ，保温ナキ場所多シ」
（保土谷化学郡山工場），「本工場ハ製品ノ増産ニ追
ハレ，原料資料ノ入手ニ努力ヲ傾ケ居ルタメ熱管理
極メテ悪シ」（東洋高圧彦島工場）など。佐藤・石
原，前掲「化学工業統制会熱管理委員会査察推進班
工場査察実施結果報告抜萃」。

４２ 石原登（中島飛行機小泉製作所）談（前掲「燃焼技
術員座談研究会記録」５８－５９頁）。
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た。一つは「お恥しい話ですが，燃焼関係の計

器と云ふものが一つもない。…（中略）…話し

の判らぬ幹部にいくら云つたつて駄目だと思ひ

ますので，斯んな場合当局の命令で以て計器を

付けるやうに命じて貰ふやうな方法があればよ

い４３」といった発言や，「燃焼の調節に必要な計

器類は汽缶の附属品として法規によつて定め，

これによつて燃料節約を行ふべき４４」というよ

うに，計器など必要な資材の設置を義務化すべ

きとの主張である。これは資材の供給状況を考

えれば到底実現しえない政策であった。

もう一つは「石炭の配給量を決定されるに当

りましては，…（中略）…熱管理の状況を織込

んだ所謂技術に立脚し配給をなさる必要がある

のじやないか４５」というように燃料配給の際に

熱管理の状況を報償ないし罰則として加味すべ

きとの意見であり，燃料局が統制会等熱管理委

員会を組織した際，原単位計算を実施してその

結果を配給に反映させることを政策課題に挙げ

ていたのは先述した通りである。１９４３年度の戦

時熱管理非常強化期間で，燃料局は「燃料配給

ニ資スル為原単位ヲ定メテ（節約目標の－小堀

注）基準トスルコト４６」としていた。だが，原

単位計算を徹底しえたのは，日発４７のように生

産される品種が少ない場合や，先にみた鉄鋼大

手のように計器の使用体制が整備されているよ

うな場合に限られていたであろう。何よりも燃

料局自身が，原単位を定め難い場合は全燃料消

費量ないし全消費熱量で代替してもよいと指示

していた４８。事実，精密機械統制会は当初から

「原単位計算ニ依ル基準算出方法困難ナルヲ以

テ判明スルモノノミニ付行フ４９」と消極的態度

を示し，化学工業統制会でもその熱管理査察推

進班が査察した４０工場で原単位計算を実施した

のは１１工場にとどまっていた５０。管見では，原

単位計算の結果を報償・罰則として配給に反映

させた証拠は存在しない。たとえ成し得たとし

ても一部業種だけだったであろう。

また技術者育成の充実化という政策も考えら

れよう。これについては汽缶士制度の強化や汽

缶以外の人材育成の必要などが指摘されてい

た。汽缶士制度については免状の発行を厳格化

すべきとの意見のほか，その階級を現状の２段

階ではなく３段階以上に細分化するべきとの意

見が３０年代後半から既に出されていた５１。汽缶

以外の人材育成については「汽缶に比し炉の操

業は幼稚」であり，「汽缶の方はご承知の通り

汽缶士の免許制度がありまして，燃料のこと，

或ひは焚焼の事につきましては可成りの知識を

持つてをられる訳ですが，炉の方の人はさうい

つた点がどうも欠けてゐる５２」という指摘がな

され，辻元も「燃焼技師と云つた人々を作るこ

とも考へねばなりません５３」と発言していた。

だが，結局戦時中は資格制度の充実は実現せ

ず，講習会を定期的に実施するにとどまってい

た。

このように何れの政策も行使できないなか

で，結局のところ政策当局は現場や工場幹部の

熱管理に対する意識改善を訴えるほかなかっ

４３ 同上，５９頁。
４４ 上甲道春（講習会講師，財団法人東邦産業研究所技
師）談（前掲「燃焼技術員座談研究会記録」５９頁）。

４５ 高木，前掲「石炭産出地の特殊事情を考へて」３０
頁。

４６ 春日進発言（前掲「精密機械統制会熱管理委員会結
成式竝同委員会議事録」）。

４７ 日本発送電株式会社熱管理委員会，前掲「熱管理強
化期間中ニ於ケル成績調査表」は各火力発電所にお
ける kWhあたり消費熱量を算出している。

４８ 前掲「戦時熱管理強化期間中統制会等ニ於テ措置ス
ベキ事項」別紙。

４９ 備藤三郎（精密機械統制会熱管理委員長）発言（前
掲「精密機械統制会熱管理委員会結成式竝同委員会
議事録」）。

５０ 「化学工業統制会熱管理委員会査察実施工場燃料消
費量一括表」おそらく同委員会作成，作成日不明
（「石川一郎文書」G３）。

５１ 前掲，田中榮一談，６１頁，前掲「石炭消費節約座談
会」６１－６３頁。

５２ 木村貞蔵（軍需省嘱託，日本石炭技師）「まだまだ改
善の余地あり」（前掲「熱管理査察報告会記録（その
１）」２１頁）。

５３ 「石炭消費節約座談会」（『燃料及燃焼』１９３７年９月
号）６１－６３頁。
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た。１９４３年度の査察後，熱管理の問題点として

燃料局は，①現場作業で技術的にうまくないこ

と，②生産増強に追われて工場幹部の熱管理に

対する意識が低いことを挙げており５４，①につ

いてもその原因を熱意の不足に結びつけるのが

査察官の間では一般的であった５５。「計器は熱管

理に必要だが計器がないから熱管理が出来んと

いふことぢやいかんと思ひます。計器がなけれ

ば計器の足らんところを補ふだけの技術を向上

させる，これだけの熱意が欲しいと思ふ５６」と

いった具合に，資材・熟練労働力の不足を解決

できないなか，原因のすべてを現場作業に帰し

たのである。

とはいえ，このような「熱意の不足」という

発言は単なる精神論的な訓示ではなく，具体的

な問題点の指摘を伴ったものであった。たとえ

ば，蒸気・排熱の漏洩，貯炭場など燃料管理の

不備，計器の未活用などである５７。つまり，燃

料局の技術者たちは査察の際に種々の工場を見

比べることを通じて，当時の熱管理が有してい

た問題点を個別・具体的に把握していたのであ

る。

工場幹部の意識に関連して問題視されたのが

工場の熱管理委員会の活動状況であった。たと

えば，熱管理委員会に「どういふことをおやり

になりましたかといふと，はてなといふやうな

具合でまだ１度も委員会をやつたことがない…

（中略）…一向連絡したやうなところもな

い５８」のがあることや，「只職場だけの熱管理委

員会では何等の意味もない…（中略）…幹部の

熱意がまだ不充分だといふことは私の見た工場

の少くとも半分以上にさういふ傾向が見受けら

れ」ることが指摘された５９。

結局，熱管理を改善するには「工場幹部ノ熱

意ヲ第一トシ，ソノ陣頭指揮下ニ常識的ノ欠陥

（蒸気の漏洩や貯炭場の乱雑など－小堀注）ヲ

早ク直スコト必要ナリ」というのが燃料局の結

論であった。だが，これを解決するための有効

な政策をとることはできず，「講習会ヲ開催ス

ルモ聴講者ニ実行力ガ伴ハザル場合多キ故，上

層部ノ人ニ熱管理ニ対スル認識ヲ深メテ貰ヒタ

シ」と嘆息するのみであった６０。具体的に問題

点を発見することができたものの，その対策を

政策として具体化することはしなかったし，ま

たできなかったのである。これは戦時期日本の

技術政策・科学技術政策全般に通底する限界か

もしれない。とはいえ，これら戦時中に発見さ

れた問題点は戦後にもそのまま技術者たちのな

かで深く意識され，政策の方向性に大きな影響

を与えていくのである。

３．復興期の熱管理運動・熱管理政策

（１） 熱管理士資格の創設と民間熱管理団体の

設立

敗戦から３ヶ月後の１９４５年１１月１６日，日本能

率協会は第１回の中央熱管理委員会を開催す

る。委員長の伴燃料研究所長のほか，戦時中に

活躍した技術者が活動の中心を担った６１。以

後，中央熱管理委員会はパンフレット作成・講

演会開催を行ない，敗戦直後の熱管理運動の中

５４ 菱沼勇（軍需省燃料局長）発言（前掲「局長会報記
録」１９４４年４月２７日開催，７６６頁）。

５５ たとえば，石坂善五郎（軍需省燃料局総務課長）「兎
も角燃料を節約する気持になれ」，春日進（査察官，
軍需技師）「総じて熱意が足りぬ」（以上，前掲「熱
管理査察報告会記録（その１）」）。

５６ 春日進発言（前掲「熱管理査察報告会記録（その
１）」４４頁）。

５７ たとえば，前掲「熱管理査察報告会記録」における
各査察官の発言を参照。

５８ 鶴見志津夫（軍需省嘱託，日本石炭研究所長）「自覚
の足りぬ工場当事者」（前掲「熱管理査察報告会記録
（その１）」３０頁）。

５９ 春日，前掲「総じて熱意が足りぬ」２６頁。
６０ 佐藤敬二（化学工業統制会考査部工務課）「中央熱管
理査察推進班査察結果報告聴取概要」１９４４年５月
（「石川一郎文書」G３）。

６１ たとえば，１９４７年２月の復興工場熱管理技術講習会
の講師には，柳澤定男・鶴見志津夫・木村季治・木
村貞蔵らが就いた。「事務局便り」（『日本能率』１９４７
年２月号）３１頁。
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心的役割を果たすこととなる（前掲表８）。

そして翌１９４６年に石炭不足が深刻化を極める

と，これを打開するため，供給側には傾斜生

産，需要側には熱管理の強化がそれぞれ政策と

して実施される。４６年１２月，政府は「石炭危機

突破熱管理強化対策要綱」を閣議決定し，「増

産対策に呼応し，熱管理強化対策を樹立すると

同時に，直に全国的熱管理強化運動を展開し，

全産業を通じ五乃至一〇％の節炭，即ち年間約

二〇〇万瓲に相当する消費面に於ける石炭増産

を図」ることを掲げた６２。「消費面に於ける石炭

増産」なる表現を見ただけでも，戦時期と同一

の理念の下で熱管理に期待が寄せられていたこ

とが窺える。この要綱の骨子は８点あり，①標

準的な石炭消費量の確定，②熱管理成績を勘案

した配炭の適正化，③関連資材器具の確保，④

熱管理責任者制の確立，⑤熱管理士の養成，⑥

熱管理実施状況の監査指導，⑦燃料研究所を中

心とした熱管理研究の充実，⑧民間熱管理運動

の助長，であった。そして，４６年度第４・四半

期を「石炭危機突破熱管理強化期間」と定め，

燃料研究所・日本能率協会などと協力した啓

蒙・宣伝活動や，山元消費・肥料工業・大口消

費工場への監査指導などが計画された。

この要綱は復興期を通じた熱管理政策の骨子

にもなるのだが，本項ではひとまず④・⑧に注

目したい。④熱管理責任者制の確立では，熱管

理規則を公布施行し，「不足量以上の石炭を消

費する工場事業場に一定の資格を有する主任熱

管理士を置き，熱管理に関する一切の事項を担

任させること」が述べられた。また，⑧民間熱

管理運動の助長では，「熱管理強化の重要性に

関する啓蒙宣伝を徹底するとともに，民間の熱

管理団体の設立を促進しその運動を助長」する

ことが掲げられた。順にみていこう。

熱管理者責任制を具体化したのが１９４７年２月

に商工省令として公布された熱管理規則であ

る６３。熱管理規則によって，石炭を年間１，０００t

以上消費する甲種熱管理指定工場には甲種熱管

理士から，同５００t以上１，０００t未満消費する乙

種熱管理指定工場には甲種ないし乙種熱管理士

からそれぞれ主任熱管理士を選任し，熱管理業

務に当らせることが義務化された。熱管理士を

国家資格とすることで，熱管理技術者の技術水

準を向上させるとともに，その地位を高め，熱

管理への関心を集めようとしたのであろう。

熱管理規則は日本国憲法の制定により省令を

法律に根拠づける必要が生じたことをうけ，臨

時物資需給調整法に基づくかたちで１９４８年１月

に新たに公布される。この時同時に，主任熱管

理士を熱管理主任に名称変更することや，熱管

理指定工場長に当該工場の熱管理状況を商工大

臣に報告する義務を課すことなどの改正がなさ

れた６４。

つぎに，民間熱管理団体の設立について検討

したい。１９４７年６月１５日に石炭庁管理局に設置

された熱管理課６５の初代課長，富松四郎は次の

ように回顧している６６。

「私は熱管理課長を拝命した当初から，熱管

理の仕事は決して役所が唯単にヤレヤレとい

つて宣伝しただけでは駄目である。何となれ

ば熱管理は実行が第一である。如何に高遠な

理想を持ち優秀な技術を持つていても，それ

が実行に移されなければ熱管理の成果が挙ら

ないのである。工場事業場においてこれを実

行せしめるためには，役所の力でなく民間か

６２ 「石炭危機突破熱管理強化対策要綱」１９４６年１２月２７
日，「石炭危機突破熱管理強化期間実施要領」（国立
公文書館所蔵）。作成中心者は燃料研究所長の伴義定
であった。多賀高秀「熱管理の沿革」（『熱と経営』
第４巻第１号，１９５５年１月）３０頁，「日本能率協会
会報」（『日本能率』１９４６年２・３月号）３１頁。

６３ 「熱管理規則」１９４７年２月１２日。
６４ 「熱管理規則」１９４８年１月２１日。
６５ のち，熱管理課は１９４８年５月１０日に配炭局に，４９年
５月２５日に省庁再編に伴い資源庁石炭管理局（５０年
４月２５日に炭政局に改称）にそれぞれ移動した。産
業政策史研究所『商工省・通商産業省行政機構及び
幹部職員の変遷』同研究所，１９７７年。

６６ 富松四郎「熱管理想出の記」�（『熱管理』１９５２年５
月号）１２頁。
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ら盛り上がつた力の結集が必要である…（中

略）…と考えていた。」

「民間から盛り上がつた力の結集」の方法こ

そが，石炭危機突破熱管理強化対策要綱でも謳

われていた民間熱管理団体の設立であった。そ

の設立目的には「熱管理に対する国民的関心を

昂揚し技術の相互活用を図り政府の熱管理施策

に協力するため６７」とある。熱管理運動の活性

化を通じて，技術交流のみならず工場幹部らの

熱管理への関心を喚起することが極めて重視さ

れていたのである。

当時，事業者団体法が問題となっていたこと

と運動の発展性とを考えて，富松は地域ごとに

団体を結成させることにし，各地方商工局を通

じて，また春日進ら熱管理課の職員も全国を

廻って，個人・団体を会員とする民間熱管理団

体の設立を呼びかけた。そして，この呼びかけ

に応えるかたちで，熱管理の調査研究・指導・

宣伝・啓蒙活動を業務とする熱管理協会を各地

方商工局の管轄に対応させて設立することと

なった。一番乗りは，やはり燃焼指導発祥の

地・大阪で，１９４７年１１月２１日に近畿熱管理協会

が設立された。ついで４８年１月１５日には関東信

越熱管理協会が設立され，ここに日本能率協会

から多賀高秀の転出とともに熱管理業務が移動

される。最後は４８年８月３日設立の北海道熱管

理協会であった。そして，各地の熱管理協会の

連絡や政府との調整機関として中央熱管理協議

会が４８年１１月１６日に設立された６８。

以上から分かるように，戦時期に問題となっ

た２つの「熱意の不足」－技術の低水準と工場

幹部の関心の低さ－を同時に解決する方策とし

て，熱管理士資格の創設と民間熱管理団体の結

成が実現したのである。そしてこれらを有効に

機能させるための前提条件こそが，技術者・熟

練労働者がもはや召集されないという大きな変

化であった。

（２） 熱管理監査および資材メーカーの育成

熱管理者や熱管理委員会に実行力がないとい

う指摘や，幹部に熱管理に対する理解が不足し

ていることへの嘆きは熱管理士制度の発足後も

しばしば表明されていた６９。そこで政策当局は

技術水準の向上と同時に熱管理への関心を高め

るための政策を展開する。

復興期以降も継続的に行なわれたのが，熱管

理指定工場から提出された報告書をもとに，そ

の集計結果や熱管理の優秀事例・費用対効果

（熱管理への投資金額とそれによってもたらさ

れた石炭節約量・節約金額，燃料原単位向上の

程度）などを機関誌上で公表することである。

復興期にはとくに低品位炭の燃焼技術について

の交流が頻繁になされた。

また１９４３年度の戦時熱管理非常強化期間で実

施された査察を模した取り組みが戦後再び実施

される。まず，４６年度の石炭危機突破熱管理強

化期間では四日市の陶磁器，長野の蚕糸など各

地方商工局ごとに対象を設定して，熱管理の査

察が行われた（表１０）。

ついで１９４８年から５２年にかけて実施されたの

が業種別特別監査指導である。これは，特定業

種の監査を同一時期に一斉に行なうもので，各

６７ 富松，前掲「熱管理想出の記」�（『熱管理』１９５２年
７月号）２０頁。１９４７年９月１日の石炭庁庁議に提出

マ マ

した「熱管理協会設置要項」からの引用として記載
されている。

６８ 富松，前掲「熱管理想出の記」�１２－１３頁，記念誌
編集委員会，前掲『熱管理２５年のあゆみ』１４頁，工
業技術院編『熱管理のあゆみ－熱管理法施行１５周年
記念』中央熱管理協議会，１９６６年，４０－５５頁，九州
熱管理協会『熱管理２５年の歩み（創立２５周年記念
誌）』同協会，１９７３年，２０頁，通商産業省産業合理化
審議会管理部会生産管理分科会編『熱管理』日刊工
業新聞社，１９５６年，６６頁，日本能率協会，前掲『１０
年間の足跡』４８頁。

６９ たとえば，多賀高秀「中央熱管理協議会に望む」�
（『熱管理旬報』第３１号，１９４８年１１月３０日，省エネル
ギーセンター所蔵），阿原秀一（旭化成延岡工場熱管
理主任）「熱管理委員会の実行性」（『熱管理旬報』第
４３号，１９４９年５月２０日）。

７０ 春日進「ゴム工業の熱管理監査について」（『熱管
理』第３集，１９４９年１月）５頁。
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企業の同一産業内での比較や各産業全体におけ

る熱管理の特質の把握を目指して実施され

た７０。調査は１６業種１，２０４工場におよんでおり，

５２年度末の指定工場数は１，６１７であるから，そ

の約四分の三が監査を経験していたことになる

（表１１）。監査では工場全体における熱管理の

雰囲気や燃料の受入から熱利用まで一通り４段

階で評点をつけたうえで，各業種における平均

的な燃料原単位の把握も試みられた（表１２）。

この業種別特別監査指導の結果は随時『熱管

理』・『熱管理旬報』誌上や結果報告会などで

公表され，概況だけではなく優良事例や代表的

な欠陥の紹介が詳細になされた。また，毎回優

良工場が表彰されており，なかには化学工業の

ように全工場の成績が公表されたケースもあっ

た７１。このように業種ごとに熱管理の特徴を公

表することは，工場間の競争心をあおり，熱管

理技術や工場幹部の熱管理への関心を高めるの

に寄与できたのではないかと思われる７２。

復興期における監査指導の戦時期と違う特徴

は資材の斡旋を監査と関連づけて実施したこと

であった。「優秀工場は大臣表彰をすると共に

生産原局と連絡し，或は商工局において報償用

として生産命令を増加したり，石炭の増配をし

たり７３」するほかに，熱管理用資材の斡旋で優

遇することが決められたのである。熱管理用資

材は１９４８年６月１５日の指定生産資材割当規則に

おける産業別の割当区分で，大分類「石炭鉱

業」のなかの中分類「熱管理」として特掲さ

れ，経済安定本部の物資需給計画に織り込まれ

ることとなった。４９年度の計画では，銑鉄・鋼

材のほか鉄鋼二次製品・カーバイド・耐火煉瓦

などが配分された。割当に当たっては業種別特

別監査において「熱管理面より特に施設又は装

置の改造を必要と認めた場合には，その工場に

対し『熱管理』資材を割当て」，その際，監査

結果が優良な工場に対してはなるべくその工場

の要望に沿うように行なうといった工夫がなさ

れた７４。また，監査指導を通じてどのような資

材が不足しているのかが調査・公表された７５。

こうした政策は「戦時中の熱管理は唯ヤレヤレ

というだけであつて其処に資金資材の隘路があ

つたので，これを解決することは，今後熱管理

を推進する上において絶対必要な条件である」

との考えに由来するものであった７６。軍需生産

の消滅という前提のもとでこうした政策を実施

することは，敗戦後何を生産したらよいか逡巡

しているメーカーを刺激し，熱管理用機器の生

産に参入する呼び水となったと思われる。な

お，熱管理用資材の割当は５１年４月で事実上終

了した７７。

７１ 資源庁石炭管理局「化学工業熱管理特別監査に就
て」（其の一，其の二）（『熱管理旬報』第６１号，第６２
号，１９４９年１１月２０，１１月３０日）。

７２ 業種ごとの特別監査に加えて，各通産局でも管轄下
の工場を対象とした一般監査が実施され，結果が公
表された。１９４８年１～１２月における調査件数は５００件
であった。石炭庁配炭局「熱管理実施による成果」
（『熱管理旬報』第３７号，１９４９年３月２０日），広島商
工局燃料課「熱管理監査成績（４月－１２月）」（『中国

熱管理』第４号，１９４９年２月）。
７３ 富松四郎「熱管理行政について」（『熱管理』第４
集，１９４９年５月）７頁。

７４ 石炭庁配炭局「熱管理用資材に就て」（『熱管理旬
報』第３８号，１９４９年３月３０日）。

７５ 春日，前掲「ゴム工業の熱管理監査について」７
頁。

７６ 富松，前掲「熱管理行政について」７頁。

表１０ 石炭危機突破熱管理強化期間における監査指導

地方商工局 対象産業 地 区 期 日

名古屋 陶磁器 四日市
１９４７．１．１４～

１．３１
東京 進駐軍関係 東京附近 １．１５～１．３１
東京 蚕糸 長野附近 ２月上旬

大阪 進駐軍関係 大阪附近
２月中旬～

下旬

広島・四国 製塩業 瀬戸内海沿岸
２月中旬～

下旬
仙台 繊維工業 ３月上旬
札幌 山元消費 石狩，釧路 ３月下旬
福岡 山元消費 筑豊 ４月

資料）多賀高秀「熱管理の沿革」（『熱と経営』第４
巻１号，１９５５年１月）３３頁。
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さらに鉄鋼・化学など一部業種では米国人技

師によるハイ・レヴェルな指導が技術の向上の

みならず熱管理への関心や計器需要を高める役

割を果たした。たとえば鉄鋼では，１９４９年５月

にカーネギー・イリノイ製鋼会社の熱管理部長

フレドリック・ヘイズと同社製鋼部長ジェーム

ス・マクラウドが来日し，平炉操業の正圧方式

を勧告した。この勧告内容を予測した国内の計

器メーカーは正圧方式に必要な計器（微圧計）

の開発に取り組む。また，ヘイズらが微圧計の

ほか重油流量計など各種計器の使用を勧告した

ことは，熱管理への関心を喚起し，工業計器の

普及・発展に大きな影響を及ぼすこととなっ

た。さらに，これに加えて４８年１２月から鉄鋼増

７７ 本文中に記した５資材の配給統制は，１９４９年９月の
耐火煉瓦を皮切りに順次解除され，最後まで残った
銑鉄への統制も５１年４月に解除された。なお，指定
生産資材割当規則の廃止は５２年３月であった。日本
鉄鋼連盟戦後鉄鋼史編集委員会編『戦後鉄鋼史』同
連盟，１９５９年，４９２－９７頁，『通商産業法令旬報』各
号。

表１１ 熱管理業種別特別監査

業 種 調査時期 工場数
評 価

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ゴ ム １９４８．０５～０７ １１４ ０ ３０ ６７ １７

染 色 加 工 １９４８．０８～１２ １１３ ０ ２７ ７２ １４

化 学 １９４９．０２～０９ １３２ ４ ２８ ９０ １０

陶 磁 器 １９４９．０６～０９ ５８ ８ １２ ３２ ６

鉄 鋼 １９４９．０７～０９ １１２ ２ １７ ７７ １６

食 料 品 １９４９．０６～１２，５０．０７～０９ ９２ ５ ２２ ５０ １５

繊 維 １９５０．０５～０６ ８１ ６ ２７ ４５ ３

耐 火 煉 瓦 １９５０．０７～０９ ５２ １ ８ ３３ ５

紙・パルプ １９５０．１０～１２ １１３ ２ ４２ ４２ ２７

製 塩 １９５１．０１～０３ ２７ ０ １１ １４ ２

蚕 糸 １９５１．０５～０８ １１４ ０ ５ ８２ ２７

造 船 造 機 １９５１．１０～１１ ７６ ０ ８ ４３ ２５

セ メ ン ト １９５２．０５～０７ ３１ ３ １０ １８ ０

鉱 山 精 錬 １９５２．０５～０７ ３０ １ ７ ２２ ０

ガ ス １９５２．１０～１１ ２９ ５ １１ １３ ０

肥 料 １９５２．１０～１２ ３０ ７ ９ １４ ０

合 計 １，２０４ ４４ ２７４ ７１４ １６７

資料）関東信越熱管理協会『熱管理』日本経済社，１９５２年，５３－５６頁，通商産業省産業合理化審議会管理部会生
産管理分科会編『熱管理』日刊工業新聞社，１９５６年，２５９頁，工業技術院編『熱管理のあゆみ－熱管理法施
行１５周年記念』中央熱管理協議会，１９６６年，３０頁。

註）１．染色加工には３２，化学には１３の未指定工場をそれぞれ含む。
２．化学の内訳は，曹達３４，医薬６０，その他３８。
３．Ａ～Ｄの基準は以下の通り。
Ａ：成績きわめて優秀で全国工場の模範となるべきもの。
Ｂ：一般の成績は良好であるが，なお２，３の改善を要すべき余地のあるもの。
Ｃ：一般工場なみ，成績が普通程度で，改善を要すべき余地のあるもの。
Ｄ：成績不良で全般的な改善を必要とするもの。
４．このほか以下の調査が実施された（括弧内は工場数）。
１９４９．１～３：火力発電（２７）
１９５０．１０： 炭鉱自家発電（１８）
１９５２．１～３：自家発電（２０）
１９５２．１１～１２：官営アルコール工場（９）
５．「耐火煉瓦」では「工場数」と「評価」欄の合計とが一致しないが，そのままとした。
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産協議会生産部会計器整備小委員会（のち日本

鉄鋼協会鉄鋼熱経済技術部会熱計器専門委員

会）で殆ど毎月，各社の技術交流のほか標準計

測設備・測定法・保守修理法など標準作業法の

制定が進められたことは計器需要の増大をもた

らした７８。

このように熱管理課や米国人技師の調査・指

導は熱管理技術を向上させるとともに，熱管理

の戦後復興における重要性をアピールすること

となった。それに加えて計器など熱管理用機器

の不足状況を調査し，その必要資材を斡旋する

ことは，軍需生産を喪失した機械メーカーが熱

管理用機器の生産に参入するのを促す役割を果

たした。そして，参入した計器メーカーもまた

技術交流を媒介した。たとえば山武工業は「温

度，流量等の測定法，自動制御装置の機能，調

節計の選択などを個別の資料にまとめて作成し

たり，平炉や硫安工業などでの応用例を客先の

協力を得ながら実用例としてまとめるなど，計

装知識の普及につとめた７９」。計器メーカーを介

して熱管理の情報インフラが構築されたのであ

り，調査・指導はその呼び水にもなったのであ

る。

（３）熱管理法の成立

先述したように，熱管理規則は物資需給調整

法に根拠をおくものであった。そのため，熱管

理課内では新たに熱管理の恒久法を作りたいと

いう想いが高まり，１９４９年度からそのための資

料整備に着手した８０。同時期には一部の特殊銘

柄炭を除いて石炭統制の撤廃が急速に進んでい

る。６月には統制撤廃の大筋と配炭公団の随時

解散が決定され，配炭公団は９月に解散され

た８１。臨時物資需給調整法を５０年３月に廃止す

ることも決定されている。

臨時物資需給調整法の廃止は，それに依拠す

る熱管理規則の，つまりは熱管理士制度の廃止

を意味していた。しかも，「石炭統制撤廃と同

時に『熱管理不要論』を唱える者が相当多かつ

７８ 以上，山武ハネウエル，前掲『七十五年史』１１８－２１
頁，小林和雄（北辰電機製作所常務取締役）「関東信
越熱管理協会７周年記念について」（『熱と経営』第
４巻第１号，１９５５年１月）１７－１８頁。

７９ 山武ハネウエル，前掲『七十五年史』１２２－２３頁。
８０ 富松，前掲「熱管理想出の記」�（『熱管理』１９５２年
１０月号）１０頁。

８１ 荻野喜弘「占領期における石炭鉱業」（原朗編『復興
期の日本経済』東京大学出版会，２００２年）１４９－５０
頁。

表１２ 熱管理業種別特別監査の監査項目

分 類 項 目

１ 熱管理運
営方法

熱管理委員会が設けられ，活発に活動
しているか
熱管理主任の地位
資料整備状況
熱管理主任は熱管理の立場から工場各
現場にどの程度関与出来るか
工場長の熱意
工場全体が熱管理の認識と実行性を
持っているか

２ 燃料受入
管理

受入の経路
検炭検量の実施方法
検炭検量結果の処理状況

３ 貯炭管理

貯炭場の上屋，排水設備の有無
混炭方法
風化および自然発火の防止方法
貯炭払出の統制
炭種別整理状況の調査

４ 燃焼管理

汽缶士・操炉士の訓練状態
標準操業方法設定の有無
メーター類の整備および利用状況
給水およびその処理状況
亀裂の有無
煙道排ガスの利用
作業日誌
各現場との連絡方法
低品位炭処理対策の有無

５ 熱使用管
理

配管保温の状況
弁類の監視
蒸気漏洩の有無
圧力および温度の調節
スチームトラップの整備状況等

６ 廃熱管理
ドレインおよび廃熱廃蒸気の回収状況
等

７ 同一業種における製品の所要石炭原単位

資料）富松四郎（石炭庁熱管理課長）「熱管理行政に
ついて」（『熱管理』第４集，１９４９年５月）７－
８頁。
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た８２」と伝えられている。そのため，この時期

から熱管理政策担当者は熱管理の目的として，

国内石炭資源の保全よりも企業合理化効果を強

調するようになった。たとえば富松熱管理課長

は「戦前の日本商品は紡績雑貨等に見られるよ

うに，その殆どは低賃金，低コスト，というこ

とで諸外国に比し安く供給出来たのであります

が，現在の社会事情から申しまして低賃金，低

コストというようなことは到底望み望み得な

い」と指摘し，「原価切下の道は一に熱管理に

よつて燃料費の低下を図る以外にない」と断じ

た。そして，「従来の熱管理は石炭危機突破の

熱管理であつたが，今後の熱管理は一歩前進し

て『真に生産増強輸出振興のためにする熱管理

でなければならない』こと」を強調した８３。低

賃金に依存しない工業化の必要を説くことで，

ドッジ＝ライン下における熱管理の意義を明ら

かにしたのである。そして，熱管理課や熱管理

協会は，熱管理が比較的簡便な企業合理化手段

であり，その投資額が比較的少なくてすむこ

と，償却期間が短いこと，注意の喚起や技術の

向上だけでも大きな効果をあげられることなど

を盛んに宣伝した８４。

臨時物資需給調整法の廃止は１年延期され，

熱管理法の制定作業は１９５０年度にもちこされ

た。このとき熱管理協会は熱管理法制定の陳情

活動を各地で行なう。とくに中国地方では，広

島通商産業局と中国熱管理協会とが連携して運

動を展開した８５。熱管理課の斡旋により結成さ

れた熱管理団体が，今度は熱管理課の政策立案

を支えたのである。

その後，熱管理法案は１９５１年３月３１日，休会

直前に国会を通過し，同年４月１０日に公布，１０

月１日に施行された８６。熱管理法の目的は「工

場又は事業場における燃料及びこれを熱源とす

る熱の有効利用を図り，燃料資源の保全及び企

業の合理化に寄与すること」で，燃料には石

炭・亜炭・コークス・ガス・重油が含まれた。

そして，「事業主」は熱管理に関して「最大限

の努力を尽さなければならない」ことが決めら

れ，「通商産業大臣は，予算の範囲内におい

て，工場等に対し，熱管理の実施上必要な指導

を行う」ことが定められた。また，熱管理指定

工場は６，０００kcal／kg炭で年間千 t以上を消費す

る工場とされ，乙種熱管理指定工場は廃止され

た。そして，熱管理指定工場では熱管理士の中

から熱管理者を選任することが定められ，「指

定工場の事業主は，…（中略）…熱管理者の意

見を尊重しなければならない」と付け加えられ

た。また，熱管理指定工場以外の工場に対して

は，都道府県知事が指導を行うことができると

された。

一連の熱管理法の立案過程で注目されること

は，熱管理課が工業技術庁（１９５２年８月から工

８２ 富松，前掲「熱管理想出の記」�，１０頁。
８３ 富松，前掲「熱管理行政について」６－７頁。
８４ 一例として，「自己資金による熱管理設備改善」（『熱
管理旬報』第５８号，１９４９年１０月２０日）。

８５ 記念誌編集委員会，前掲『熱管理２５年のあゆみ』
１７－１９頁，「熱管理法制定に積極化－広島通産局，促
進運動展開－」（『熱管理旬報』第９５号，１９５０年１０月
３０日），「熱管理法制定促進中国地区委員上京運動経
過」（『中国熱管理』第１６号，１９５１年１月），竹村重治
（広島通産局鉱政課長）「熱管理の思い出」（その
３）（『中 国 熱 管 理』第５７号，１９５７年４月）１－４
頁。富松は「熱管理法の前途尚遠しの感が，当時の
石炭管理局内の空気からも察せられたので，昭和２５
年１０月に各地区協会及び中央熱管理協議会に民間の
盛り上つた熱意を結集して，法制定促進の運動を展
開するよう熱管理課から呼びかけた」と回想してい

る。富松，前掲「熱管理想出の記」�（『熱管理』１９５３
年２月号）１５頁。

８６ 熱管理課が法制化に際して作成した資料には，米・
英などにおける熱管理の状況がまとめられている
が，「未だ世界の何れの国においても熱管理という特
別な機構なり言葉なりはない」とあり，熱管理が法
制化されている例は見当たらない。また，資源エネ
ルギー庁が１９７９年の省エネルギー法案国会審議に際
して作成した資料にも，「熱管理法は他の欧米諸国に
類例のない立法」とある。熱管理法は敗戦後の日本
で企業内の熱管理技術者の地位が未だ充分には確立
されていなかったゆえに編み出されたユニークなも
のといえそうである。資源庁「熱管理法制化基礎資
料」（『燃料及燃焼』１９５０年９月号），「省エネ法想定
問答（熱管理法の実績関係）」（資源エネルギー庁省
エネルギー対策課所蔵）。
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業技術院）に移動したことである。これは，当

時，貯炭の増加が大きな問題になっていたた

め，石炭の有効需要を喚起している資源庁がそ

の消費節約を標榜する熱管理法案を提出するこ

とは矛盾であるとの見解が庁内から出たからで

あった。そこで，熱管理法案を通すため，５０年

１２月，熱管理課は資源庁から工業技術庁に移管

された８７。

この時点で熱管理課が石炭政策の主体から切

り離されたことは，結果としてその後の熱管理

課の業務を幾らか円滑にしたのかもしれない。

１９５２年以降，熱管理課は熱管理における重油の

利便性を強調し，石炭から重油への転換を奨励

する。重油への転換による企業合理化効果は，

５４年以降に石炭産業保護政策が発動された際に

も引き続き重視され，政府・通商産業省は鉄鋼

など重油の利便性が熱管理上高い部門では重油

への転換を黙認した８８。資源制約を背景として

発展してきた熱管理は，５０年代半ば以降重油の

供給条件が安定化されたもとで，逆にエネル

ギー革命の進展とそれに伴う国内石炭産業の崩

壊・国内資源の積極的放棄を促進する役割を果

たすこととなったのである。

おわりに

戦時中のたび重なる石炭統制の深刻化を契機

として，燃焼指導は燃焼以外をも視野に入れた

熱管理の指導に発展し，地域別・業種別の熱管

理専門組織の結成，熱管理査察の実施のように

敗戦後にも受け継がれる政策手段が形成され

た。そして，熱管理政策は鉄鋼業や大阪など先

駆的な業種・地域以外にも熱管理を普及させる

役割を果たした。このような熱管理政策の本格

化の担い手は戦間期以来燃焼指導に従事してき

た技術者たちであった。彼らが鉄鋼・計測など

の技術を取り入れ，またこうした領域の技術者

とのつながりを強化することを通じて，戦後に

も続く熱管理の技術者集団が形成されたのであ

る。

だが，資材の不足・熟練労働力の応召など戦

時であることの影響をまともに受けた結果，戦

時期における熱管理の技術水準は一部を除いて

停滞・低下を余儀なくされた。しかも，こうし

た状況が熱管理の費用対効果を悪化させたた

め，経営陣や工場幹部の熱管理への関心は技術

者からみて極めて不充分なものにとどまること

となった。

復興期においてまず克服されるべき課題とし

て認識されたのは，まさに戦時期のこのような

限界であった。戦時中に「なしたいことをなせ

ない」という思いを共有した熱管理技術者たち

は，敗戦後，もはや召集されることのないなか

で政府・企業の垣根を超えて熱管理運動を勃興

させる。熱管理技術者にも「悔恨共同体」が形

成されていたといえようか。そして，熱管理運

動に支えられた熱管理政策は，熱管理士の制度

化・監査指導の実施・優秀事例やエネルギー原

単位の収集と公表などを通じて，技術水準の向

上・熱管理の重要性のアピール・資材メーカー

の参入促進を果たした。

復興期の熱管理運動・熱管理政策を通じて，

熱管理が企業合理化の重要手段であるとの意識

が経営陣・工場幹部や商工関係の議員・政府高

官を含めて幅広く共有されるようになったこと

を背景として，１９５１年には熱管理法が実現す

る。以後５０年代を通じて，熱管理指定工場では

燃料原単位の低下が順調に進展し，５５年度には

４８年度の７割，６０年度には同６割にまで低下し

た（図１）。熱管理法制定当初は，欧米との技

術格差や東南アジア台頭への危機感が共有され

るなかで，エネルギー節約によるコスト削減を

通じた「輸出振興＝経済自立」を選択するしか

ないと考えられたわけだが，規模の経済性が強

く作用する重化学工業化の進展に際してもエネ

８７ 富松，前掲「熱管理想出の記」�，１５頁。
８８ 小堀聡「１９５０年代のエネルギー政策」（『社会経済史
学』第７０巻第６号，２００５年３月）。
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ルギー節約への意欲が衰えることはなかった。

高度成長は産業構造の高度化がエネルギー節約

的に進行する過程として開始されたのである。

そしてこのことは，戦時中の失敗を解決しよう

という意欲に根ざした熱管理運動・熱管理政策

が復興期に展開されたことを抜きにしては説明

しえないと思われる。

補論 １９５０年代の熱管理政策

以下では，１９５０年代の熱管理政策について，

熱管理士制度と工場からの報告や熱管理監査な

どを通じた技術交流とに着目して付け加えてお

きたい。

熱管理士は①熱管理士試験に合格し，一年以

上熱管理の実務を有する場合，または②政府の

熱管理研修の最終日試験に合格し，３年以上の

実務を有する場合に免許が公布された。研修

は，当初は川口市の燃料研究所のみで実施され

ていたが，やがて各地方通商産業局の所在地で

も実施されるようになった。表１３をみると，１９５０

年代には毎年平均３５％程度が研修を通して熱管

理士の資格を獲得していること，しかも合格率

は研修組の方が高いことが分かる。研修制度を

通じた人材育成が実現していたのである。

熱管理士数は着実に増加し，引退者を捨象し

た１工場の平均人数は当初１９５１年当初の２．２人

から５９年には３．９人にまで増加している。また

これとともに，熱管理士試験の受験者層は，熱

管理規則制定当初には「落ちつきのある３０才過

ぎで所謂会社の中堅層の人が多かった」のに対

して，５７年頃には「入社間もないどこか学生気

分が抜け切らない若々しい感じ」の人々へと大

きく変化を遂げた８９。

おそらくエネルギー多消費産業の大企業では

熱管理士資格の有無が給与や昇級に影響を与え

るようになったのではなかろうか９０。１９５０年代

前半を通じて，熱管理は民間技術者の常識とし

て急速に普及していったのである。ただし，５０

年代半ば時点で，熱管理士の充足率は未だ全指

定工場の８０％に及ばない９１と伝えられているこ

とから窺えるように，在籍状況が偏在している

ことも事実であった。

一方，工場からの報告については形骸化が進

んだ。熱管理法では四半期ごとに報告書の提出

を義務づけるとともに，毎年度冬季に実施され

た「熱管理強調期間」でも期間中の実施状況に

ついて報告書を提出させていた。提出された優

秀事例については工場から了解を得て発表する

８９ 竹村重治（広島通産局鉱政課長）「熱管理の思い出」
（『中国熱管理』第５５号，１９５７年２月）３頁。

９０ 工業技術院，前掲『熱管理のあゆみ』２０頁には，次
のような記述がある。内容および「執筆者氏名」一
覧から，執筆者は富松四郎と推定される。「昭和２５～
２６年頃熱管理の盛んなとき，八幡製鉄，三菱化成，
住友化学では『若い３０才以下の技術職員は必ず熱管
理士の試験を受くべし，合格せざるものは昇級を停
止する』とまでいつて，この試験に対し大きな関心
が持たれていた」。

９１ 産業合理化審議会，前掲『熱管理』７３頁。

図１ 熱管理指定工場の燃料節約実績

資料）工業技術院編『熱管理の歩みとビジョン－熱
管理法施行２０周年記念』中央熱管理協議会，１９７１
年，２８頁。

註）１．燃料節約量＝（前年度燃料原単位－本年度
燃料原単位）×本年度生産量
２．燃料原単位指数＝前年度指数×｛本年度燃
料使用量／（本年度燃料使用量＋本年度節約
量）｝
３．節約量は６，０００kcal/kg石炭換算。
４．データの空白部分は記載なし。
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表
１３

熱
管
理
士
数
の
推
移

（
人
，
％
，
件
）

各
年
度
末

熱
管
理
士
試
験

熱
管
理
研
修

新
熱

管
理
士
数

①
＋
②

①
＋
②
の

累
計

熱
管
理
指

定
工
場
数

受
験
者

合
格
者
①

合
格
率

研
修
修
了
者

研
修
試
験

受
験
者

合
格
者

合
格
率

認
定
者
②

１９
４７

１
，１
９７

５２
９

４４
．２

５２
９

５２
９

４８
３
，７
３９

１
，０
４３

２７
．９

５４
１
，０
９７

１
，６
２６

４９
２
，９
２４

７０
９

２４
．２

７１
７８
０

２
，４
０６

５０
２
，６
５６

４８
５

１８
．３

７９
５６
４

２
，９
７０

５１
（
～
９
月
）

１
，４
８４

４１
７

２８
．１

２８
６

７０
３

３
，６
７３

５１
（
１０
月
～
）

９２
８

１３
１

１４
．１

１１
４

１２
７

４５
３５
．４

０
１３
１

３
，８
０４

１
，６
９１

５２
９３
８

１５
３

１６
．３

２９
５

４９
８

１６
７

３３
．５

９３
２４
６

４
，０
５０

１
，６
１７

５３
１
，０
５５

３２
７

３１
．０

３４
８

５７
０

２１
０

３６
．８

２１
８

５４
５

４
，５
９５

１
，６
６３

５４
９８
９

２１
７

２１
．９

２２
３

４６
７

２０
９

４４
．８

１４
９

３６
６

４
，９
６１

１
，７
１７

５５
１
，１
０８

３６
８

３３
．２

２７
６

４８
９

２０
３

４１
．５

１８
３

５５
１

５
，５
１２

１
，７
３０

５６
９８
４

２２
１

２２
．５

１９
１

３３
４

１３
５

４０
．４

１４
８

３６
９

５
，８
８１

１
，７
７５

５７
１
，０
９６

３８
５

３５
．１

３０
０

５０
８

１８
０

３５
．４

１５
５

５４
０

６
，４
２１

１
，７
８８

５８
１
，２
６０

２４
９

１９
．８

２０
４

４１
０

１８
８

４５
．９

１５
１

４０
０

６
，８
２１

１
，８
３３

５９
１
，３
８４

３８
７

２８
．０

２６
３

４０
９

１６
３

３９
．９

１１
９

５０
６

７
，３
２７

１
，８
９７

６０
１
，５
５５

３１
４

２０
．２

３１
３

５５
６

１３
４

２４
．１

１４
４

４５
８

７
，７
８５

１
，９
０３

６１
１
，７
６６

３６
５

２０
．７

２８
９

５８
４

２２
２

３８
．０

１７
８

５４
３

８
，３
２８

２
，０
１０

６２
２
，０
１３

４４
８

２２
．３

３２
２

６３
４

２３
９

３７
．７

１６
５

６１
３

８
，９
４１

２
，０
５１

６３
２
，２
８８

５２
７

２３
．０

３９
３

６９
６

２３
６

３３
．９

２１
８

７４
５

９
，６
８６

２
，１
２６

６４
２
，４
７１

９５
５

３８
．６

３１
４

５３
２

１８
０

３３
．８

１７
６

１
，１
３１

１０
，８
１７

２
，１
９３

６５
２
，５
１８

５６
９

２２
．６

３３
５

５２
５

２０
６

３９
．２

２０
３

７７
２

１１
，５
８９

２
，１
９４

６６
２
，９
２７

７０
８

２４
．２

２６
０

４３
４

１６
３

３７
．６

１９
８

９０
６

１２
，４
９５

２
，２
４５

６７
３
，０
０３

６５
４

２１
．８

２３
８

４７
３

１８
５

３９
．１

１３
４

７８
８

１３
，２
８３

２
，３
２２

６８
３
，１
６５

９４
３

２９
．８

２５
４

３９
４

１５
７

３９
．８

１４
４

１
，０
８７

１４
，３
７０

２
，３
３１

６９
３
，１
４４

８３
２

２６
．５

３０
３

３０
６

８５
２７
．８

１２
３

９５
５

１５
，３
２５

２
，４
１７

７０
３
，０
３８

１
，０
８５

３５
．７

３０
２

３６
３

１０
７

２９
．５

７４
１
，１
５９

１６
，４
８４

２
，４
３２

合
計

４９
，６
３０

１３
，０
２１

２６
．２

５
，５
３７

９
，３
０９

３
，４
１４

３６
．７

３
，４
６３

１６
，４
８４

資
料
）
工
業
技
術
院
，
前
掲
『
熱
管
理
の
あ
ゆ
み
』
２４
，２
９
頁
，
同
，
前
掲
『
熱
管
理
の
歩
み
と
ビ
ジ
ョ
ン
』
１０
－
１１
頁
。

註
）
１
．
１９
４７
～
５１
年
９
月
末
日
ま
で
は
熱
管
理
規
則
に
，
５１
年
１０
月
１
日
以
降
は
熱
管
理
法
に
よ
る
。

２
．
認
定
者
の
う
ち
，
熱
管
理
規
則
に
よ
る
も
の
は
特
別
資
格
審
査
に
よ
る
無
試
験
合
格
者
で
，
熱
管
理
法
に
よ
る
も
の
は
研
修
試
験
に
合
格
し
実
務
経
験
３
年
以
上
の
者
。

３
．
明
ら
か
な
誤
り
は
訂
正
し
た
。
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ことも多かったが，１９５０年代半ば過ぎになる
マ マ

と，報告書の記載内容が「抽象的で，何んら具

体的にその（燃料節約の－小堀注）原因を把握

することは出来ない」との不満が熱管理課から

発せられるようになった９２。

企業が熱管理技術の公表に消極的になったこ

とは業種別特別監査が１９５２年で終了してしまっ

たことからも窺える９３。各熱管理協会の部会な

どでの自主的な研究交流はその後も存続したと

はいえ，５０年代に入ると，技術交流において行

政が果たす役割は急速に低下したと思われる。

主要な政策として残されたのは，各都道府県の

試験所や熱管理協会による中小企業むけの熱効

率測定・診断，燃料の分析，汽缶士の養成と

いった事業であった９４。

以上から分かるように，１９５０年代の熱管理政

策は燃料分析・熱効率の測定などを自社ででき

ない企業に対しては引き続き有効に機能してい

た一方で，熱管理指定工場のとくに重化学工業

部門では，行政が介入する余地は５０年代後半に

なると急速に縮小していった。こうした事態

は，熱管理士制度が国家資格として有効に機能

し，これを通じて熱管理が技術者の常識として

主要企業内に急速に定着していったことの裏返

しであった。

工業技術院熱管理課は１９６２年４月１日付けで

同院技術振興課熱管理班に格下げされ９５，翌６３

年度からは，電力・鉄鋼・セメントなどでは

「燃料原単位などは世界的水準に到達して」い

るとの判断に基いて，政策対象の中心を正式に

中小企業に置くこととなった９６。熱管理政策は

当初の燃焼指導のように再び中小企業政策に包

含されたのである。それは，熱管理が２０年余を

かけて大企業内に「あたりまえのこと」として

蓄積されたからにほかならない。熱管理の，そ

して熱管理政策の成功こそが，５０年代半ば以

降，熱管理政策の必要性を急速に低下させたの

である。

（日本学術振興会特別研究員・大阪大学大学院

経済学研究科博士後期課程）

９２ 春日進（工業技術院熱管理課長）「熱管理行政の３，
４の問題に答える」（『熱と経営』第６巻第５号，１９５７
年６月）６頁。

９３ 「終戦後数年の間はこの監査指導は非常な効果を示
し，工場から喜ばれていた。／しかし企業間の自由
競争が激化し，技術的秘密の防衛ということは，直
接企業防衛に連らなるようになつて，この監査指導
ということは，企業にとつて無用の長物あるいは厄
介物扱いにせられるような傾向となつた」。工業技術
院，前掲『熱管理のあゆみ』２０頁。内容および「執
筆者氏名」一覧から，この執筆者は富松四郎と推定
される。

９４ 「近畿熱管理協会１０年の歩み」（『熱管理資料』第
４６・４７号，１９５８年１月）４４頁，大阪府立工業奨励館
編『伸びゆく工業奨励館』同館，１９６０年，１７頁，４２
頁。

９５ 産業政策史研究所，前掲『商工省・通商産業省行政
機構及び幹部職員の変遷』１６７頁，工業技術院，前掲
『熱管理のあゆみ』２４頁。

９６ 通商産業省工業技術院編『技術革新と日本の工業－
工業技術院１５年の歩み』日刊工業新聞社，１９６４年，
３６６－６７頁。日・米・英・西独における平炉の燃料原
単位を炉容毎に比較すると，日本の燃料原単位は１９５３
年の時点で既に米国をも抜き，第１位になってい
た。また，日本の火力発電における熱効率は，１９６３
年度に世界最高を記録した。田畑新太郎（通商産業
省重工業局製鉄課長）「戦後十年間における製鉄技術
の進歩について」（『鉄鋼界』１９５６年３月号）８３頁，
工業技術院，前掲『熱管理のあゆみ』９４頁。
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The Japanese heat control movement and heat control policies
in war and reconstruction periods

KOBORI Satoru

After the outbreak of the Chino−Japan war, Japan increased its efforts to upgrade its level of the

technology and manufacturing strategies. This paper focuses on the netsukanri (heat control) and

explains the period of the movement and policies for the heat control during both the war and

reconstruction periods. The energy saving technique used during the interwar period focused on

merely combustion with a boiler, but in wartime, against the background of the tight supply−demand

situation for coal, it expanded in the interest of implementing comprehensive fuel saving method at a

plant. Since then, the technique to improve energy efficiency at a plant has been called netsukanri .

From 1938 on, the Ministry of Commerce and Industry (War Munitions) tried to improve and promote

the heat control method by technically guiding and inspecting many plants. Large portions of

company management were however not so interested in the heat control method due to the severe

lack of materials and skilled workers. In terms of cost−benefit ratio, investment in heat control was

not beneficial. The governmental officers and the technicians regretted it. Therefore, in the

reconstruction era, they not only continued the inspection but also established heat control associations

and a public institution for licensing the heat control persons in order to awake public interest in heat

control. These enthusiastic movements for the heat control method were contributing factors in the

rapid increase in energy efficiency during the 1950’s.

JEL classification: N45, N65, N75, 014

keywords: heat control, combustion, energy saving, war and reconstruction, industrial policies
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